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真の平和を求めて

序論 弾圧の経緯一 『特高月報』から探る(1)

弾圧の日の証言

1943(昭 和18)年7月6日 早朝、静岡県下田の須崎で、牧 口常三郎は特高警察に逮捕され、下

田警察署に連行された。東京から下田に赴いて5日 目のことである。

(1)本 稿 は拙論 「牧 口常三郎 は国家政策 の何 に抵抗 したか」(『創価教育研究』第3号
、2004年)で 扱 った 問題

を多角 的に再追究 した ものである。牧 口の晩年に関 して牧 口洋三夫人の金子貞子氏、牧 口思想 に関 して

斎藤正二氏、戦時思潮に関 して高崎隆治氏か ら貴重 な証言 ・助言 を賜 った。深 く感 謝 申し上げたい。

TakaoIto(創 価 教 育研 究所 講 師)
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牧 口 は こ の とき、 み ず か らが創 立 した創 価 教 育 学 会 の会 長 だ った 。 同会 は1930(昭 和5)年11

A18日 、牧 口 の ライ フ ワー クで あ る 『創 価 教 育 学 体 系 第1巻 』(～1934〔 昭和9〕 年 、全4巻)

の刊 行 と とも に発 足 。 当初 、 教 育 改 革 を活 動 の 中心 に して いた が 、そ の後 牧 口の 仏 法 信 仰 の 深化

に とも ない 、生 活 改 革 を標 榜 して 民 衆層 に も支 持 を広 げ て いた 。

特 高 警 察 は この 運 動 を 「治 安維 持 法違 反 」、お よび 「不 敬 罪 」 と見 な した の で あ る。

同 日の ほ ぼ 同 じ時 刻 に東 京 目 白の牧 口の 自宅 も捜 査 され た。 そ の ときの 様 子 を、 当時 牧 口の 三

男 洋 三 の妻 で あ った 金 子 貞 子 は 、 イ ンタ ヴュ ー に答 え て次 の よ うに証 言 して い る(イ ン タ ヴュ ー

が 行 われ た の は、2005〔 平 成17〕 年3.月15日)。

五人 ぐらいの方が来て、 ほとん ど原稿か ら何か ら、みんな持 っていかれ ま した。 ほ とん ど原稿 なんか

は。〔以前 に〕義父 〔牧 口〕は 「この原稿は大事な ものだか ら、貞子 さん いじらないで大事に しておいて

くれ」 とおっ しゃったんです。〔それ を警察 は〕全部持っていって しまいま した。下 田で 〔牧 口が〕あげ

られた と同時 に来たんです、 うちに五人 ぐらい。朝6時 ごろ見えま した。 それ はほ とん ど持 っていきま

した。

その原稿 とい うのは、時習学館で戸 田先生 〔牧 口の弟子 ・戸田城 外。戦 後に城 聖 と改名。 時習学館 は

戸 田が経営 していた学習塾〕が模擬試 験 をします、 〔牧 口は〕あの ときの試 験の残 りの紙 をいただいて、

それ を裏返 しに使 って全部原稿 を書いてい らしたんです。 ほん とに物 を大切 に され た。 私たちがち ょっ

とで も無駄に紙を使 います と、「もった いない」 とお っ しゃって、注意 されま した。(2)

牧口がっね 日ごろ、著作に備えて反古紙の裏にメモをして溜めていたことは、『創価教育学体系

第1巻 』の 「緒言」にも記されている(3)。 一っでも多く思想を残そ うとする努力は、最晩年に

もっづけられていた。この日特高によって押収 された原稿はどのようなものだったのだろ うか。

一部の研究者は、未刊に終わった 『創価教育学体系 第5巻 』に相当するものではないかと推測

しているが、いまでは知る由もない。

同じ日、理事長の戸田城外をはじめ、東京の幹部10名 も逮捕 された。一連の弾圧で逮捕された

のは、東京14人 、神奈川4人 、福岡3人 の計21人 にのぼった。

牧口は、警視庁にある二畳ほどの広さのコンクリー ト造 りの部屋で、1か 月半にわた り訊問を

受けた。取調官は、思想 ・宗教に詳 しい特高第二課長だったようである。

訊問の内容は、『特高月報』昭和十八年八月分(9月20日 発行)に 、「創価教育学会々長牧口常

三郎に対する尋問調書抜粋」と題して25ペ ージにわたり掲載 されている。抜粋 とある以上、その

原本が存在 したはずだが、こちらも今日まで見つかってはいない。

訊問終了後、牧口は東京拘置所に移 された。そして、劣悪な獄巾環境に屈することなく、逮捕

か ら16か月目の1944(昭 和19)年11月18日 に73歳 で獄死 した。

(2)金 子 貞 子 「義 父 ・牧 口常 三郎 の 思 い 出」『牧 口常 三郎 こ ども た ち の しあわ せ の た め に』(映 像 評 伝 「学 問

と情 熱 」 第33巻)斎 藤 正 二監 修 、紀 伊 国屋 書 店 、2005年 、DVD版 の 付 録 映 像 。

(3)『 牧 口常三 郎 全集 第5巻 』 第 三 文 明 社
、1982年 、6-7頁 。
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本稿の問題意識

牧口と創価教育学会への弾圧の理由は、ごく簡単にいえば、「国家が強制 しようとした国家神道

への従属を受け入れず、あくまでも円蓮正宗に基づ く創価教育学会の信念体系を譲ら」なかった

ところにある(4)。 それゆえ、戦時下の牧 口の言動が国家への 「抵抗」の側面を持っていたこと

は間違いない。だが、その 「抵抗」の中身に対する評価は論者によってさまざまである。最初に

そのことに言及しておきたい。

宗教学者の島菌進は、「抵抗の宗教/協 力の宗教 戦時期創価教育学会の変容」(2006〔 平成

18〕年)と 題する論文のなかで、戦時期の牧 口と創価教育学会に対する従来の評価を二っのタイ

プにわけ、自身の見解はそのいずれでもない第三の立場である、としている。島菌の分類にした

がって、その三つのタイプをまず確認 しておこう。

第一のタイプは、宗教学者の村上重良に代表 されるもので、牧 口はあくまで国家の宗教政策に

抵抗 したまでであり、戦争政策に抵抗 したのではないという見解である。島菌は村上の 『創価学

会=公 明党』(1967〔 昭和42〕 年)か ら次の文章を紹介 している。

創価教育学会の主張には、唯一の正 しい宗教であ る日蓮正宗を国家が採 用す る ことに よってのみ 日本

が繁栄す るとい う基本線があ り、軍国主義、国家主義の国策 と本質的に対立す る ものではなかったが、

天皇制 ファシズ ム期の思想統制の枠 にお さま りきれないその異端 性はおお うべ くもなかった。戦 局の悪

化 とともに、政府は、その神社崇敬の否定 と国家諌暁の うごきを危険視 して、根 こそぎの弾圧を加えた

のであ る。(5)

第二のタイプは、農学者の村尾行一に代表 され、牧 口は 「軍国主義 と天皇制 と国家神道の三位

一体である昭和軍国主義の基本的イデオロギーを根底的に批判」 した とい う見解である。島菌は

村尾の 『軍国主義と闘った牧 口常三郎』(2002〔 平成14〕 年)か ら結論部分を引いている。

昭和軍国主義/〔 「/」は原文改行箇所 を示す〕それは、お よそ民権 を圧殺す る重圧国家であった。

だか ら 「国民あ っての国家であ り、個人あっての社会である」 とする牧 口、そ して思想 ・信仰 の 自由等

の基本的人権 を 「神聖不可侵」な もの とする徹底的な民主主義者 である牧 口は、死を賭 して も昭和軍国

主義 と全面対決す る しかなかったのである。(6)

そ して第三のタイプは島菌進 自身が代表する。島菌は、村上説 と村尾説 とをそれぞれ部分的に

肯定もしくは否定 して(っ まり止揚 して)、牧口は若き 日からの進歩的思想をもとにアジア ・太平

洋戦争を過ちと見なしてはいたが、日本全体の軍国主義化に対応するかのように日蓮正宗の排他

(4)島 薗 進 「抵 抗 の 宗 教/協 力 の宗 教 一 一 戦 時 期 創 価 教 育 学 会 の変 容 」 『日常 生 活 の 中 の 総 力戦 』 倉 沢 愛 子他

編 、 岩 波 書 店 、2006年 、239頁 。

(5)村 上 重 良 『創 価 学 会=公 明 党』 青 木 書 店
、1967年 、111-112頁 。(島 菌 「抵 抗 の 宗 教/協 力 の 宗 教」、240

頁 。)

(6)村 尾 行 一 『国家 主 義 と闘 った 牧 口常 三 郎 』第 三 文 明社
、2002年 、183頁 。(島 菌 「抵 抗 の 宗 教/協 力 の 宗教 」、

240-241頁 。)
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主義的信仰を掲げたため、進歩的側面が背後へ沈んでいったとい う見解を提示する。

圧政への牧 口の抵抗の意志は、教育に よる大衆 自立 と生活知開発を 目指 し統 治機 構に抗 ってきた経験

や、幼少期か ら青年期の逆境で培われた反骨精神 ・批判精 神に根 ざした ものだ。 確かに牧 口はアジア ・

太平洋戦争 を正 当な戦い とは とらえず、む しろ誤った思想 に囚われた国家の道義 にはずれ た行為だ と見

なして いた。取締 りが近づいてきた一九 四〇年以降の牧 口は、創 価教育学会の運 動の中でそのよ うな思

想 を表だ って説 くことはなか った。む しろ人 々がそれぞれ の生活の場 で、大善生活を実行す るよ う指導

す ることにそのエネルギー を傾 けた。 この時期の牧 口が基本的人権を不可侵 の もの とす る徹 底的な民主

主義 を掲げ、昭和軍国主義 と全面対決 した とと らえるのは事実 にかな っていない。(7)

以上が島菌の紹介する3種 類の牧 口評価であるが、もとより筆者は、これ らを批判の対象

に据えたくて引用 したのではない。同一の研究対象が、研究主体の違いに応 じて異なる相貌を見

せることの、好個の事例として引いたのである。

このように、研究対象と研究主体とが相即の関係にあることが、思想研究を含めた人文科学の

難 しさであり、また醍醐味でもあるといえよう。

しか しなが ら、こうして各人各様の牧 口像が出されてみると、どの像が最も"事 実"に 近いか

と問う前に、そもそもそ うした問いがどれほど意味をもっのか、と問わずにはい られない。 もち

ろん、牧口本人と面識があれば話は別である。あるいは、面識がなくとも、同時代を生きた人で

あれば、肌で記憶 した時代の空気が、さまざまな牧 口像のなかか ら"事 実"に 近いものを探る感

性を支えてくれるかもしれない。

だが、終戦=敗 戦から60年以上が経過 した今 日、そうした面識ないし感性を有する人はけっし

て多いとはいえないはずである(ち なみに、上記の村上は1928〔 昭和3〕 年、村尾は1934〔 昭和

9〕 年、島菌は1948〔 昭和23〕 年の生まれである)。また、筆者(1973〔 昭和48〕年生まれ)の よ

うな戦後世代にとっては、戦前戦中の歴 史や人物にっいて認識を形成すること自体、いちじるし

く困難な作業 とならざるをえない。まして 「思想」 という、目に見えないものを研究対象とする

場合の困難さはいわずもがなである。

筆者の問題意識 はこの点から発 している。そもそもわれわれ(戦 後世代)が 、戦時下における

牧口の思想について多少とも客観的な認識を形成することは可能なのか。もし可能とすれば、い

かなる意味においてであり、またいかなる方法によってなのか。

*

牧口も戦時下で種々発言を残しているではないか、そうした"資 料"に 基づけば客観的な認識

に到達 しうるはずだ、とい う反論もあろ う。ところが、"資料"が あっても、その発言がどの程度

話者の意図の反映であるのか、とい うさらなる問題が待っている。

徹底 した思想統制がおこなわれた時代のことである。単語一っ、文章一っをとっても、国家を

向こうに回 した戦略が採 られている可能性がある。っまるところ、問題は、読む側の"解 釈"に

帰着せざるをえないのである。

(7)島 薗 「抵 抗 の 宗 教/協 力 の宗 教 」
、265-266頁 。
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では、思想研究とはそもそも"推 論"の 域を出ないものなのか。この点を筆者は、戦時文学研

究家の高崎隆治にうかがったことがある。高崎は1925(大 正14)年 生まれで、戦時中は学徒兵を

経験 している。彼の返事はこうであった。

〔…〕あの戦時下の人 々の内面または行動は 「推論」す る以外 にあ りません。「デ ータ」なる ものは絶無

とい った方が よいで しょ う。権力者や指導者の言葉は当時のデータにいたる ところで繰 り返 され ていま

すが、民衆の本心が ど うであ るのか、その ような ことを民衆 自身 が 口に出す ことは当時において絶 対に

ない といって過言ではないで しょ う。本音を述べて も大丈夫 とい うのは親 ・兄弟 しかないのです。 その

兄弟です ら、私な どは弟 に 「国賊」 とのの しられる始末で したが、兄弟であるがゆえに密告 は され なか

った とい うことです。 〔…〕繰 り返 します が、厳重 な取 り締 りの下の戦時下 に現今の ような情報 の洪 水な

ど絶対 にな く、「推論」で判断す る以外 にないのです。私の よ うに戦争下の体験を持 つ者 は、自身の体験

によって 「推論」 を補な うことができますが、現今では 「推論 」を可能な限 り煮 つめていって 「事 実」

に迫 る以 外 に は あ りま せ ん。(8)(下 線 筆者 。 以 下 同 じ)

だ とすれば、資料を読む側に求められるのは、"解釈の質"で あろう。高崎自身の文学研究が示

すように、その質を決めるのは、当該資料の歴史的な文脈(context)に 対する理解である。とい

うことは、当該文脈の解釈に用いる"資 料の量"も 重要な条件になる。

要は、先入見を排 し、一っの単語、一っの文章に対 していかにていねいな読みを施すか、とい

う点に尽きるのである。問われているのはまさに読む側の"姿 勢"で ある。

もとより戦時下の牧口にっいては、先述のような先行研究が存在する(9)。 本稿で用いる資料

もすべてが 目新 しいものとい うわけではない。にもかかわらず、その"読 み方"に よっては、事

実の解明に新たな貢献をなす可能性も無ではないだろう。

それゆえ本稿では、特高警察が牧 口にっいて残 した記録を、一字一句ていねいに読解 しようと

考えている。牧口のいかなる言動が法に触れるものと見なされたのか。その言動において牧 口自

身は何を意図 していたのか。また、その意図は当時の歴史的文脈において どうい う意味を持って

いるのか。これらの問題に焦点を絞 り、牧 口の内面に迫ってみたい。

特高警察と思想統制

それでは、少 しずっ本題に入っていこう。

牧口逮捕の理由を客観的に知るうえで最重要の資料は、いうまでもなく、逮捕 した側が残した

記録にほかならない。それが 『特高月報』である。

(8)高 崎氏か ら筆者 への手紙(2007年11月28日)
。

(9)な お
、戦時下の牧 口を扱 った文献 として、村上 ・村尾 ・島菌の論考の他に以下の ものがある。宮田幸一 『牧

口常三郎の宗教運動』第 三文明社、1993年 。松岡幹夫 『日蓮仏法の社会思想的 展開』東京 大学 出版会、

2005年(第5章)。 これ らは牧 口の政治思想を研 究する上で今後 も指標 となる視点 を提示 して いる。また

竹 中労 『聞書 庶民列伝』(全4巻 、潮出版社、1983-87年)は 、(本 稿 と見解 を異 にす る点 も多いが)

牧 口の 同時代人へ のイ ン タヴューを多 く交えてお り、戦時下の状況 を知 る上で参考 になる。本稿 で不足

の点 については、 これ らの文献 を参照 していただ きた い。
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これは内務省警保局が1930(昭 和5)年 以降毎A発 行 していたもので、表紙右上に 「厳秘」と

明記 してあるように、当時の極秘文書である。現在は政経出版社か ら復刻版が出てお り、図書館

等での閲覧が可能になっている。

これを読む と、特高警察がどれほど綿密に国民の言動を監視 していたか、それゆえ戦時下にお

いて国家にあらが う意見表明がいかに困難をきわめたかが、手にとるようにわかる。

特高警察は、正式には 「特別高等警察」といい、戦前戦中の日本で国民の行動を監視し、取 り

締まっていた警察である。ナチス ・ドイツにおけるゲシュタポに相当しよう。

1911(明 治44)年 、明治天皇暗殺計画の容疑で(た だし積極的証拠を欠いたまま)幸 徳秋水ら

12名の社会主義者が処刑 された 「大逆事件」を受けて、社会主義運動の取 り締ま りのため警視庁

に設置されたのが最初である。 とくに1925(人 正14)年 の 「治安維持法」制定後は、急速に体制

が強化されていった。

1928(昭 和3)年 には、第一回普通選挙のあと、治安維持法違反の容疑で社会主義運動関係者

1600人 を一斉検挙 した 「三 ・一五事件」をきっかけに、全府県に特高課が設置される。同事件を

題材に 『一九二八 ・三 ・一五』を書いて特高警察の拷問を批判 した作家の小林多喜二は、1933(昭

和8)年 に捕えられて拷問死し、翌1934(昭 和9)年 には、経済学者の野呂栄太郎が同 じく拷問

で命を失っている。

牧口が検挙される前年の1942(昭 和17)年 には、有名な 「横浜事件」が起きている。1945(昭

和20)年 までに出版関係者など約60名 が共産党再建謀議の疑いで検挙 され、 うち4名 が拷問死し

たこの事件は、容疑そのものが特高警察の捏造だった。

なお、思想統制は特高警察だけに任されていたのではない。歴史家の荻野富士夫は、「抑圧統制

をになったのは、決 して内務省 ・特高警察のみではなかった。特高警察に収敏 しきれない広が り

と深 さをもっていた ところに、戦前 日本の抑圧統制機能の特質 と強靭 さがあったのである」(10)

と述べている。

そ して、抑圧を担った機構を次のように列挙している。「たとえば、反戦反軍の運動 ・思想を対

象 とした軍(思 想憲兵)、学生運動 ・教職員組合運動の取締や教育を通 じての思想統制 ・動員をは

かった文部省(学 生部→思想局→教学局)と 各府県学務部、反 日・抗 日運動の抑圧取締にあたっ

た外務省警察(領 事館警察)が ある。だが、なにより注 目すべきは司法部(司 法省 ・裁判所)で

あった。それは、国内治安体制の一方の核 として、いわば、特高警察 と両輪をなす存在だったの

である」(11)。

このように権力の鉄鎖でがんじがらめにされた言論空間にあって、国民が反体制的な意見表明

をおこなうことは、文字通 り奇懸けでなければできないことであった。

(10)荻 野 富 上夫 『思想 検 事 』 岩 波 書 店
、2000年 、1-2頁 。

(11)荻 野 『思 想 検事 』
、2頁 。
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治安維持法の拡張

っいでに、牧口逮捕の法的根拠となった 「治安維持法」、なかんずく1941(昭 和16)年 に改正さ

れてできた 「新治安維持法」にっいても、最小限述べておきたい。

治安維持法は、やはり社会主義運動への対策 としてっ くられ、1925(大 正14)年 に可決 ・施行

された。「普通選挙法」の可決 ・施行 とほぼ同時である。翌年の 「京都学連事件」(マルクス主義

を研究する学生組織が弾圧された)で はじめて適用 された。この事件の被告のなかには、9年 後

に特高警察に殺される野呂栄太郎 も含まれていた。

同法第1条 は次のようになっている。

国体 ヲ変革 シ又ハ私有財産制度 ヲ否認 スル コ トヲ目的 トシテ結社 ヲ組 織シ又ハ情 ヲ知 リテ之二加入シ

タル者ハ十年以下ノ懲役 又ハ禁 固二処 ス(12)

冒頭の 「国体」は、若い世代の読者には馴染みのうすい言葉 と思われるので、簡単に解説 して

おく。戦前の日本を代表する国語辞典 『広辞林』(昭 和14年 版)で この言葉を引くと、

こく一た い[国 体](名)① 国家成立の状態。 くにが ら。② 国家の面 目。 「一 を辱 しむ 」。③ 【法 】国

家 を統治権の存在状態 によ りて別 かっ 区別。君主 国体 と貴族国体 と共和国体 とあ り。(13)

とな って い る。 この よ うに、 法律 用 語 と して は③ の 《国家 の体 制 》 を指 し、 そ れ ゆ え 当時 の 日本

で は 、 「大 日本 帝 国 ハ 万世 一 系 ノ天 皇 之 ヲ統 治 ス 」(大 日本 帝 国憲 法 第1条)と い う天 皇 制 の こ と

を意 味 して い た(14)。 同 時 に、 ① や ② の よ うな 、 社会 的 ・文 化 的 ・思 想 的 な 《国家 の特 徴 》 を も

指 して お り、国 民 道 徳 の観 念 と して も用 い られ た(15)。

した が って 、治 安 維 持 法 第1条 が 禁 じる 「国体 ヲ変革 」 とは 、厳 密 に は天 皇 制 の 変 革 を意 味す

る わ けだ が 、社 会 ・文 化 ・思想 のす べ て を天 皇 制 と結 びっ けて 解 釈 して い た 戦 前 戦 中 で は 、 この

文 言が 道 徳 や 宗 教 の 方 面 に も拡 大適 用 され る可 能 性 を含 ん で いた 。

そ の後 、治 安 維 持 法 は1928(昭 和3)年6月 と、1941(昭 和16)年3月 との2度 にわ た っ て 改

正 され る(む しろ 「改 悪 」 と呼 ば れ る こ とが 多 い)が 、 と くに後 者 は 、 も との 全7条 を全65条 に

(12)奥平康弘 『治安維持法小 史』筑摩書房
、1977年 、251-252頁 。

(13)金沢庄三郎編纂 『広辞林』(昭 和14年 版)
、三省堂。

(14)ただ し
、 「国体」 とい う概念 が法律 の文言 に採用 されたの は、治安維持法がほ とん ど最 初である。 そ もそ

もこの言葉 は倫理 的 ・道徳 的な色彩 が濃 いため、美濃部達吉な どは憲法学 で用 いるこ とも避 けていた。

これ に対 し 「国体 」概念 を憲法学 に積極的 に取 り入れたのは、美濃部批判で知 られ る上杉慎吉である(奥

平 『治安維持法小 史』、52-56頁)。 一一美 濃部 と上杉 との対立は、 いわ ゆる 《天皇機 関説》 と 《天 皇主

権説》 との対立であるが、 これ にっいては本稿第1章 でくわ しく言及する ことになろ う。

(15)道徳的な概念 としての 「国体」は
、1890(明 治23)年 発布の 《教育勅語》における使 用が典型 である。そ

こで は、 日本国民 が君 主に忠実 で、父母 に孝行をはげみ、心 を合わせて きた歴 史を 「国体の精華」 とい

う言葉 で表現 している(奥 平 『治安維持 法小 史』、53-54頁)。 一一教育勅語 につ いては本稿第2章 で く

わ しく言及す る予定である。
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増や した大規模なものであった。それゆえ 「新治安維持法」 と呼ばれる。

新治安維持法では、上述の 「国体ヲ変革シ」に加え、「国体ヲ否定シ」という文言が現れた。

国体 ヲ否定 シ又ハ神宮若ハ皇室 ノ尊厳 ヲ冒漬スベ キ事項 ヲ流布 スル コ トヲ 目的 トシテ結社 ヲ組織 シタ

ル者又ハ結社 ノ役員其 ノ他指導者タル任務二従事シ タル者 ハ無 期又ハ四年以上ノ懲役 二処シ情 ヲ知 リテ

結社 二加入 シタル者又 ハ結社 ノ 目的遂行 ノ為 ニスル行 為 ヲ為 シ タル 者パ ー年以 上 ノ有 期懲役 二処 ス

(第7条)(16)

こうして治安維持法は、道徳と宗教の領域にも踏み込むことが可能 となった。「神宮若ハ皇室ノ

尊厳ヲ冒酒スベキ事項 ヲ流布スル」おそれがあれば、すべて 「国体ヲ否定」する結社といえるか

らである。この改正にっいて法学者 ・奥平康弘の 『治安維持法小史』は次のように分析する。

日本政府は、一九二五年以来治安維持法の拡大解釈 ・拡 大適 用にふけ りなが ら、のち どこかの時点で

都合 をっけて立法措置 でこれ らを追認 してきた。〔1935年の大本教事件 で〕類似宗教団体への治安維持 法

の発動 をまず や らか した。 〔政府 としては〕 これ らの宗教団体は 「国体変革」結社だ といい張った ものの

(そして、多 くの裁判 所 もこの主張を認 容 してはくれ るものの)、坐 りがわ るい ことはた しかである。そ

こで 「国体変革」 とい うそれ 自身抽 象的 ・広義的 ・包括的である概念に代えて、 もっ とず っ と抽象 的 ・

広義的 ・包括的で、 しか も本質的に観念的な 「国体否定」 とい う概念の設 定にゆきついたのである。 新

規定は、 当局の過去の法実践 を正当化す るが、それ ばか りでない。 これによ り 「国体変革 」の拡 張解釈

をもって して も、 ど うして も取締 りえなかった、 もろもろの面 白くない活動を、 こん どは、泣 く子 も黙

る治安維持法違反 として規制す るこ とができるよ うになったので ある。(17)(傍点原文)

とりわけ、新 しく登場 した 「国体否定」という抽象的 ・広義的 ・包括的な規定にっいて、奥平

は、「私は 『国体否定』という法文の異常 さ・異例 さを強調 しておきたい。全く観念の世界にとど

まる人間の精神活動そのものに標的を合わせているのである。ここで 『国体』 とい う魔物のこと

は、とやかくいうまい。それにしても、『否定』すなわち 『承認 しないこと』が、罪だとい うのだ

か ら、おそろしいではないか」(18)との評価を下している。

太平洋戦争がはじまる段階では思想統制の体制は完べきに整っていたのであり、国策にそぐわ

ない組織に検挙の手がのびるのは時間の問題だった。あとでくわしく述べるが、新治安維持法の

施行か ら遅くとも8か 月後には、牧 口の講演会場に特高警察が姿を現わしている。

昭和18年7月 の記述

さて、極秘文書 『特高月報』に話 を戻そう。

このなかで牧口に関する記述が最初に出てくるのは 「昭和十八年七月分」、っまり、牧口が逮捕

された1943年7月 の号である。

(16)奥 平 『治 安 維持 法 小 史』
、255頁 。

(17)奥 平 『治 安 維持 法 小 史』
、213頁 。

(18)奥 平 『治 安 維持 法 小 史』
、213頁 。
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その目次には、「共産主義運動の状況」「国家(農 本)主 義運動の状況」「労働及経済状況」「農

村状況」「朝鮮人運動の状況」「宗教運動の状況」 という項 目が並んでお り、特高警察が国民の生

活の細かい ところにまで監視の目を光らせていた様子がうかがえる。

宗教運動の項目に記載があるのは、「カ トリツク教徒」、「天台宗各派」、「関西学院大学」、「基督

者」、「生長の家」、「基督教信者たる遺家族精神指導員」、「大 日本神皇教」、「誠忠の家」、「創価教

育学会」、「如来教団」、「山岸宏」、「出征軍人遺家族に対する不良祈祷師」、「天理教」、「大乗報恩

会」、「一心大師教会」などである(19)。

このなかの 「一〇、創価教育学会本部関係者の治安維持法違反事件検挙」 とい う記事に、特高

がいかなる理由で牧口を逮捕 したかが書いてある。『特高.月報』で牧 口逮捕の理由を記 した最初の

ものである。以下にその全文を引用しよう。

東京都神 田区錦町一 ノー九所在創 価教育学会は、昭和三年頃現 会長 たる牧 口常三郎 が芝区 白金台 町小

学校長退職後、 当時本名 の 冒信 中な りし日蓮正宗(静 岡県富士郡上野村大石寺を本山 とす)の 教義 に特

異の解説 を施 した る教理 を創 案 し、知人た りし小学校教員 等を糾 合 して創設 せる宗教団体なるが、会長

牧 口を中心 とす る関係 者等の思想信仰には幾多不逞不穏の ものあ りて、予て より警 視庁、福岡県特 高課

に於て内偵中の処、牧 口会長 は信者等 に対 し 「天皇 も凡夫だ」「克 く忠 にな どとは 天皇 自ら言 はるべ き

もので はない。教育勅語か ら削除すべきだ」 「法華経、 日蓮を誹 諺す れば必ず罰 が当る」「伊 勢神宮な ど

拝む要 はない」等不逞教説 を流布せ るのみな らず、客年一月頃以降警 視庁当局に対 し 「創 価教育学 会々

員 中には多数の現職小学校教員あ り且其の教説は 日蓮宗に謂ふ曼茶羅 の掛 幅を以て至上至尊の礼拝 対象

とな し、他 の一切 の神仏の礼拝 を排撃 し、更に諺法払 ひ と称 して神符神札或は神棚仏壇等を焼澱撤却 し、

甚 しき は信者た る某妻が夫の留守中諺法払ひを為 したる為離婚問題を惹起せ り」等屡 と投 書せる者 あ り

て、皇大神宮 に対す る尊厳 冒酒拉 に不敬容疑濃厚 とな りた る為同庁 に於て、本月七 日牧 口常三郎外五名

を検挙 し取調べ を進 めた る結果、更 に嫌疑濃厚 と認 めらるる寺坂 陽三外四名 を追検 挙 し(別 記 参照)引

続き取調べ中な り。⑳

このうち、牧 口の罪状にかかわる箇所を現代語訳 しておく。(とくに、特高が 目をっけた言動に

っいては太字で示 した)。

会長牧 口を中心 とする関係 者たちの思想信仰 には多 くの危険な ものがあるので、以前か ら福岡県特 高

課で内偵 していた ところ、牧 口会長は信者たち に対 し 「天皇も凡夫だ」「『よ く忠実に』 な どと天皇 みず

か ら国民にい うべきではない。教育勅語か ら削除すべきだ」「法華経 と日蓮の悪 ロをい うとかな らず罰が

当たる」「伊勢神宮な どを拝 む必 要はない」な どのけ しか らん教 えを広 めているだけでな く、昨年1月 頃

以降 には、警視庁 当局 に対 し、「創価教育学会会員のなかには多 くの現職小学校教員 がいる。また 、その

教 えは 日蓮宗でい う曼茶羅 を最高の礼拝対象 として、他のいっ さいの神仏の礼拝 を排 撃 している。 さら

に、諺法払い とい って、神符や神札、あるいは神棚や仏壇 を焼却撤去 している。 極端 な場 合は、信者 で

ある妻が夫の留守の問に諺法払いを したため離婚問題を引き起 こしている」な どとしば しば投 書を寄せ

た者がいて、伊 勢神宮 に対す る尊厳 冒酒 および不敬罪 の容疑が濃厚 になった。

(19)『特 高 月撮 』 昭和 卜八 年 七 月 分
、2-3頁 。

(20)『特 高 月撮 』 昭和 卜人 年 七 月 分
、127-128頁 。
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こ の 内容 を 、以 下 、 順 を追 って 読解 して み よ う。

内偵の事例

まずは 「会長牧口を中心にす る関係者等の思想信仰には幾多不逞不穏のものありて、予てより

警視庁、福岡県特高課に於て内偵中の処…」というくだりである。

ここで 「警視庁、福岡県特高課に於て内偵」とあるが、特高警察の 「内偵」(内々の偵察)が ど

うい うものだったかを最初に見ておきたい。

荻野富士夫 『特高警察体制史』によると、内偵の仕方には、尾行や盗聴はもちろんのこと、犯

罪捜査 ・戸口調査 ・営業臨検などあらゆる機会を使った 「直接視察」 と、新聞記事や密告スパイ

を利用する 「間接視察」との2種 類があったという。

前者は説明するまでもないだろ うから、後者の 「間接内偵」にっいて述べよう。これに関して

は、とくに1932(昭 和7)年3.月 刊の警察研究会編 『社会運動に直面 して』 とい う文献が参考に

なる。同書は密告スパイの有用性を説いた典型例である。

昭和の警察は進 歩せる科学的組 織的な警察網の働 きに よつて明る く正 しき視察をす べきである。 只警

察官は管内又は受持区に於て真 に警察精神を理解せ る警察応援者 を物 色 し之を各その向 々に よって指導

し教育 して、間接 に且つ 自発的 に警察を援 くる人物 を獲得養成す る こと、即 ち国家社会民衆の為赤誠 を

捧 ぐる手段 として警察 の耳 目となる人物 と特殊 な事柄 に付 き善処す るは弊害なき もの と思はれ る。(21)

このように、警察官ではないが 「真に警察精神を理解せる警察応援者」、「間接に且っ自発的に

警察を援くる人物」、「警察の耳目となる人物」を利用することが、昭和の 「進歩せる科学的組織

的」な警察の仕事であり、「明るく正 しき視察」であると述べている。

特高警察は、1937(昭 和12)年 にはじまった日中戦争の長期化にともない、 とくに宗教団体を

標的に据えるようになる。厭戦の気運に対処するためである。1939(昭 和14)年4H改 正の 「特

別高等警察執務心得」(内務省)に は、次のようにある。

第五十二条 宗教団体中ニハ 造 モス レバ 其ノ教義 、教理二反 国体 的思想 ヲ内包 シ巧 二神示 ・天啓 等二

仮托 シテ不敬、不逞 ノ妄説 ヲ宣布セ ン トスルモ ノアル ヲ以テ此種 容疑 ノ教、宗団二対シテハ常二周密 ナ

ル視察 ヲ遂ゲ其 ノ教説 ノ思想的根 底 ヲ把握スルニ努 ムル ト共二取締及 検挙ノ時機 、方法等 ヲ誤 ル コ トナ

キ ヲ期 スベ シ(22)

この 「執務心得」では、公認宗教以外のすべての宗教団体が調査対象に据えられた。こうした

流れのなかで1941(昭 和16)年 の新治安維持法が登場することになる。

ちなみに、荻野が紹介している 「間接視察」の事例 としては、1942(昭 和17)年9月 におこな

われた中国 ・四国ブロック特高実務研究会で、香川県特高課が報告 した摘発の仕組みがある。そ

(21)荻 野 富 上夫 『特 高警 察 体制 史 社 会 運 動 抑 圧 取 締 の 構 造 と実 態 』 せ き た 書 房
、1984年 、222-224頁 。

(22)荻 野 『特 高 警 察 体制 史』
、327頁 。
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れは 「三理三腹教」とい う宗教団体の中心者を調査 したときの方法である。

その方法 とは、まず、「検病的戸口調査とい う名 目」でその中心者の家を探ったが、充分な情報

を得 られなかったので、「内偵線」(=ス パイ)を 入れることにした。ちょうど 「左翼の転向者で

正直な男」がいたので、交渉して協力者になってもらった。

そ して、目的の家の三軒ほど離れたところに家を借 り、「大学の卒業者で金持であるが病気なの

で養生をするのだ」とい う触れ込みで、その男を住まわせた。男は目的の家に挨拶に行って、す

ぐに信者になることができた。

その後、特高視察係が男の弟 ということでたびたび訪問し、「弟がいっも世話になる」と礼を述

べて近づいて調査 した。そして弟役の男に、「教義が記憶できぬから筆記 させてもらいたい」と言

わせて情報を収集 し、検挙に成功した(23)。

これは太平洋戦争開始から10か.月目、すなわち牧 口逮捕の10か.月前の事例である。

先述 した特高警察の 「執務心得」には、「反国体的思想 ヲ内包」する疑いのある宗教団体に対し

て 「常二周密ナル視察」を命じているか ら、おそらく牧 口に対 しても、特高は 「直接視察」「間接

視察」を問わずあらゆる方法でその身辺を探ったものと思われる。

牧 ロの 罪 状

とこ ろで 、『特 高.月報』 は 「警 視 庁 、福 岡 県 特 高 課 に於 て 内 偵 」 と述 べ て い るが 、そ もそ も この

内偵 は いっ お こ なわ れ た の だ ろ うか。

牧 口が 福 岡 県 で 創 価 教 育 学 会 の 会 合 を 開 い た の は 、今 日確 認 され るか ぎ り、1940(昭 和15)年

11月 上 旬 と、翌1941(昭 和16)年11月 中旬 との2回 で あ る(注24、25の 資 料 に よ る)。

とく に後 者(1941年11月)は 、 二 日市(現 ・福 岡県 筑 紫 野 市)の 武 蔵 温 泉 旅 館 で 「九 州 総 会 」

を 開催 して い る が 、 そ の さい3人 の特 高 刑 事 が 監視 の た め 立 ち会 った とい う証 言 が あ る(24)。 牧

口 の 「天 皇 も凡 夫 だ 」 以 下 の発 言 が 福 岡 県特 高 課 に よ っ て記 録 され た の は、 この とき の 可 能 性 が

強 いで あ ろ う(25)。

そ れ ゆ え 、『特 高 月報 』の記 述 は1941年11月 中 旬 の こ と を指 して い る と見 て 、以 下 の 議 論 を進 め

た い。 なお 、 この 福 岡 県 で の 内 偵 は 、特 高警 察み ず か らが会 合 を傍 聴 して い るの で 、 さき の 区 分

で い う と 「直 接 視 察 」 に 当た る もの で あ る。

内偵 活 動 の結 果 、 牧 口の 次 の よ うな発 言 が特 高 の 目に とま る。 そ れ ぞ れ の 発 言 の 意 味 内 容 に っ

いて は次 章 以 降 で くわ しく検 討 す る こ とに し、 まず は概 略 を確 認 しよ う。

(23)荻野 『特高警察体制 史』
、359-360頁 。

(24)金川末之 「九州指 導同行の思 い出」
、『牧 口常三郎先生の思 い出』聖教新聞社九州編集総局編、37-38頁 。

お よび、 田中 しま代 「心に残 る指導 と薫 陶の数 々」、同、64頁 。

(25)もちろん
、すで に1940年 の段 階で 目をっけ られ ていた可能性 も否定はできない。とい うの も、金川末 之 「九

州指導 同行 の思 い出」 によれ ば、牧 口が1940年 の九州での会合 にお いて、平重盛 の 「忠 な らん と欲すれ

ば孝 な らず、孝 な らん と欲すれ ば忠 な らず 」 とい う言葉 に言及 した とあるか らである。 この言葉 は、牧

口が 「教育勅語」 を批判す る さいによ く引用 していた ものであ る(本 稿第2章 の 「牧 口の発言②一 忠は

孝 に含まれる」以下を参照のこ と)。
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① 「天皇も凡夫だ」 天皇は普通の人間であるということである。これを本稿では 「天皇凡夫

論」 と呼ぶことにする。

② 「克 く忠になどとは、天皇自ら言はるべきものではない。教育勅語から削除すべきだ」 こ

れは教育勅語に対する批判である。「克く忠に」とい うのは"よ く忠実に"と い う意味であるが、

そ うい う言葉を教育勅語から削除す るよう主張 している。

③ 「法華経、日蓮を誹諦すれば必ず罰が当る」 法華経、日蓮信仰の教義の一つである 「法罰

論」である。国家神道に対す る間接的批判にもなっている。

④ 「伊勢神宮など拝む要はない」 国家神道に対する直接的批判である。

だが、こう羅列されても、牧 口がじっさいにどういう話を展開 したのか、にわかにはイメージ

しがたい。わかることといえば、人きくわけて最初の二っが天皇に関することで、あとの二っが

宗教に関する内容であることくらいである。一 口に 「不逞教説」 といっても、特高警察としては

やはり天皇に対する姿勢を一番重視していたのであろう。

幸いなことに、いま本稿が読解 している 「昭和十八年七.月分」の翌月号、すなわち 「昭和十八

年八.月分」には、警視庁における牧 口の訊問記録が掲載 されてお り、そこに上記の発言すべてに

関するや りとりを見出すことができる。本稿本論(第1～4章)で は、この訊問記録をていねい

に読解 し、上記4点 の真意を解明していく予定である。

さて 「昭和十八年七.月分」に話 を戻すが、これ ら4っ の発言のあとに、⑤ 「神符や神札、ある

いは神棚や仏壇を焼却撤去」の話が登場する。再度引用 しておこう。

客年一月頃以降警視庁 当局 に対 し 「創 価教育学会 々員中には多数の現職 小学校教員 あ り且其の教説 は

日蓮宗 に謂ふ曼茶羅の掛幅 を以て至上至尊の礼拝対象 とな し、他の一切 の神仏の礼拝 を排 撃 し、更に諺

法払ひ と称 して神符神札或は神棚仏壇等 を焼澱撤却 し、甚 しきは信者 たる某妻 が夫の留 守中諺 法払 ひを

為 した る為離 婚問題を惹起せ り」等屡 と投書せ る者 あ り

この 「客年(昨 年)一 月」とい うのは、1942(昭 和17)年1月 を指 している。そのころから東

京の警視庁当局にしばしば 「投書」を寄せる者が現われた、と述べている。

その投書には、創価教育学会が神符や神札、神棚や仏壇を焼却撤去 してお り、そのために離婚

騒動が起きた ところさえある、と書いてあったというのである。

この投書が誰によるものかは明らかではない。だが、当時特高が宗教団体に対 して 「常二周密

ナル視察」(「執務心得」)を心がけていたことを念頭 に置くと、問題の投書 とは、さきの内定の区

分でいう 「間接視察」であった可能性も十分に考えられる。

すなわち、先述の 『社会運動に直面して』(警 察研究会編)の 表現でいえば、「真に警察精神を

理解せる警察応援者」「間接に且っ 自発的に警察を援 くる人物」「警察の耳 目となる人物」 つ

まり、《密告スパイ》による投書だったのかもしれない(26)。

(㈲太平洋戦争下の特 高警 察の宗教対策 について
、荻野富 上夫 はこ うも述べてい る。 「宗教警察 も究極の とこ
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ともあれ、「神符や神札、あるいは神棚や仏壇を焼却撤去」とい うのは、特高警察の目には、国

家神道への単なる批判ではなく、直接行動による異議申し立て と映ったはずである。

以上の①～⑤の情報に基づいて牧 口が 「皇大神宮に対する尊厳冒漬拉に不敬容疑濃厚」 と判断

されたため、検挙に踏み切ったのだと 『特高.月報』は結論づけている。

*

牧口に関する 『特高.月報』の記述で、もう一っ、注意 したい点がある。

福岡県特高課による内偵が1941(昭 和16)年11.月 上旬で、投書が警視庁当局に寄せられたのが

1942(昭 和17)年1.月 以降であるならば、この2っ の出来事のあいだには、少なくとも"約2か

.月"の 時間差があるとい うことになる。

要するに特高は、神札焼却の容疑が浮上する少なくとも約2か.月 前には、①天皇凡夫論、②教

育勅語批判、③法罰論、④国家神道批判の4点 で、牧 口に目をっけていたのである。

この2か.月 の差は、けっして軽視できない。 というのも、この間に、1941年(昭 和16)12月8

日の 「真珠湾攻撃」とい う重大な事件が起きているからである。

してみると牧口は、太平洋戦争がはじまる直前の、思想統制がそれまで以上に強化される時期

か ら、国家にとって 《危険分子》 と見なされていたのである。最終的に検挙されたのは1943(昭

和18)年7.月 であるが、その1年8か.月 前から特高にマークされていたことになる。

開戦を最終的に決定 した12.月1日 の 「御前会議」(天皇臨席のもと、国の重要政策を協議する会

議)で 、総理大臣の東条英機(内 相 も兼任)は 、不穏人物の一斉検挙 といった非常措置の準備が

完了 した と報告 した。その最初の項 目は、以下の人々の取 り締まりと予防検束である。

共産主義者 、不逞朝鮮人、一部宗教上 ノ要注意人物等 ノ反戦反 軍其ノ他 不穏策動 ヲ為 ス虞 ノアル者(27)

このときすでに、牧口は福岡県特高課の内偵でブラックリス トに上がっていた。東条の指令を

受け、特高警察がさらに思想統制 を強めるなかで、牧 口を捕 らえる格好の材料 として、⑤神札焼

却の嫌疑が新たに加わったものと解 してよい。

12月8日 の開戦当日、特高警察は午前7時 から全国で英米系スパイ容疑者の検挙を開始し、そ

の数は111人 にのぼった。翌9日 早朝からは敵国人の抑留に当たった(12月 中に342人)。 同 じく9

ろ 『民意の動 向』 を対象 とす るために、一般(外 勤)警 察官の協力 を必要 と した。 日常的な小 口調 査な

どの執務上の注意 点 として、『受持部内住民の宗教生活の実情 を明確 に し置 くこと』、『受持 区内に於 ける

宗教結社其の他の宗教類似行為者 の実情 を明確 に し置 くこと』 〔「特 高警察草 案」〕な どがあげ られている

が、 ここで も国民 の精神 の領域 が監 視 と統 制の対象 とな ってい る。 また、宗教警察 が精神 の領域 を対象

とす る困難 さか ら、視察 内偵過程 にお いて 『先ズ信者ニナ リ切 ル事 ガ何 ヨ リ大切』 〔大阪府特高課 「近 畿

府県特高警察思想係(右 翼)座 談会要 旨」、1942年 〕 とい う第一線 の体験 が語 られ ることも興味深い。そ

れ は宗教結社や集 団の内部 に潜入 して不穏事実をっかむ とい う行為 をも含む」(『特高警察 体制 史』、382

頁)。一一 こうした捜査 方法 が全国 でお こなわれた とす ると、創価教 育学会弾圧の場合 も、偽装入会 を し

た警察協力者 がいた可能性 がない とはいえない。

(27)荻野 『特高警察体制 史』
、364頁 。
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日早朝に、共産主義運動容疑者396人 を検挙ないし予防拘束している。

同日、警保局と情報局は、ジャーナリズムに対する取 り締まり基準を新たに設ける。「今次戦争

二関スル我国ノ真意ヲ曲説シ帝国ノ公明ナル態度 ヲ証妄スルガ如キ事項」や、「和平機運ヲ醸成シ

国民ノ堅忍持久ノ精神ヲ鎖磨セシムルガ如キ事項」などの禁止である(28)。もはや、国家政策に

異議をとなえるものはすべて取 り締まりの対象 となったのである。

こうして国民から言論の自由を完全に剥奪し、日本は日米戦争に突入 していった。

本稿のプラン

このあた りで、序論に締めくくりをっけねばならない。

これまで 『特高.月報』昭和十八年七.月分の記事 「創価教育学会本部関係者の治安維持法違反事

件検挙」を読解 してきて、明らかになったのは以下の事柄である。

、牧口の罪状は、①天皇凡夫論、②教育勅語批判、③法罰論、④国家神道批判、⑤神札 ・神

棚等の焼却撤去、の5っ であった。

二、意外なことかもしれないが、牧 口の言動のなかで特高が最初に目をっけたのは、⑤の神札 ・

神棚問題ではなかった。また、特高が挙げた牧 口の 《不逞教説》の筆頭は、①天皇凡夫論

と②教育勅語批判 とい う、天皇にまっわる事項であった。この① ・②は宗教と直接的には

関係のない事項である(も ちろん間接的には関係 しているが)。

戦時下における牧口の思想 と行動を評価するには、これ ら5っ の罪状を一っひ とっていねいに

検討 しなくてはならない。もちろん、罪状相互の関係性 も視野に入れる必要がある。そ うしては

じめて、戦時下の牧口の姿が立体的に浮かび上がるはずである。

そのさい、罪状の 《個別的な内容》の解明と、《相互的な関係》の解明とを、効率的に両立させ

るためにも、特高警察による罪状列挙の順序に依拠するのが肝要であろう。

というのも、そもそも治安維持法が重んじる 「国体」 とは、法律的にも宗教的にも天皇を中心

とした概念であり、特高も牧 口の天皇観に第一の関心があったろうか らである。また、社会全体

としても天皇が価値序列の頂点に置かれていた時代なので、天皇観に焦点を定めることが、牧 口

の思想的位置を測定するうえで最 も早道 と思われる。

それゆえ本稿では、①天皇凡夫論から順に検討 していくことにする。

この天皇が国民に与えた道徳的指針 として、当時公教育の基礎に置かれたのが 「教育勅語」で

ある。②教育勅語批判は、教育学者の牧 口にとって、本領にかかわる事柄であっただろ う。また

牧口は、壮年期までの教育学研究を基礎にして、60歳頃から法華経なかんずく日蓮仏法の探究を

はじめたので、②を検討してから③に移るのが理にかなっている。

さらにいうと、③法罰論、④国家神道批判、⑤神札拒否の3つ はいずれも宗教に直接関係 して

(28)開 戦 前 後 の 事 実 に っ い て は荻 野 『特 高 警 察 体 制 史』
、364-366頁 。
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いるが、③を基礎にして④の思想がっくられ、それが⑤の行動を生んだ とい う関係にあると考え

てよい。牧口の側から見ても、特高の列挙する順序は(あ くまで順序に関 してのみだが)そ れな

りに妥当性を持っているといえよう。

なお、このように④と⑤とは 「理念」と 「実践」 との関係になってお り、思想的にはいずれも

国家神道への直接的批判に収敏す ることになる。 したがって牧 口の罪状は、思想 としては、太平

洋戦争直前に福岡県特高課が記録 した4点 に絞 られるといってよい。

以上の理由から、本稿では、①～④の罪状にっいて順次検討をおこない(第1～4章)、 ④国家

神道批判のところで⑤神札 ・神棚問題にっいても扱 うことにしよう。その うえで、牧口の思想 と

行動に関する総合的な考察をおこな うことにする(第5章)。

*

かって思想史家の斎藤正二は、牧 口研究に画期をもたらした 『若き牧 口常三郎』(1981〔昭和56〕

年)の 序章IVで 、自身の研究における5っ の方法的規準を提示 した。

これ らの規準は、"若 き牧 口"に 限らず、"戦時下の牧 口"に(そ れ どころかそもそも歴史上の

人物に)肉 薄しゆくうえでも不可欠のものと思われるので、(本稿筆者がおのれに課す)留 意事項

としてここに掲げることにした。その5っ の規準 とは以下のとお りである。

(a)"若 き牧 口常三郎"の 人間形 成および思想発 展のプ ロウセス を、孤立 した個人的な精 神運 動 とは見

ず に、複 雑で相互 に関連す る社会 的諸側面 との関係 において、その全体性 を読 み とるこ と。

(b)"若 き牧 口常三郎"の 思想その ものは、 「概念」や 「図式」のかたちで示 され たこ とがな く、社会

現実=教 育現 状に対する認識 お よび批判 を とお して明確化 され ているか ら、それ ら動機 のいちいち

を見誤 らず に掴み取 るこ と。

(c)"若 き牧 口常三郎"の 思想は、あ らか じめ固定化 した公理 を演 繹的に適用 した ものではな くして、

常 に流動する現実を もとに産みだ され た ものであるか ら、これ が展開 しつつある時期 および位置 を

能 うかぎ り正確 に捉 らえること。

(d)原 典記述の物質的客観性 を尊重 した うえで、できるかぎ り該原 典記述 をひろい文脈 ・構造 のなか

で捉 らえるよ う努 力 し、特 にそ の共時的 な意義関係 を鮮明 にする こと。

(e)右 の作業 を推 し進 めるさい、研 究対象はなまの人間である とい う、当た り前だが屡 々忘れ がちな

感 じ方を守るこ と。(29)(傍点原文)

文中の 「若き牧口常三郎」とい う言葉を 「戦時下の牧 口常三郎」に置き換えるならば、これら

5か 条はそのまま本稿研究に適用しうるし、また適用 させねばならない。本稿が同規準に則った

叙述をできるかどうかは心もとないが、思想研究を 《厳密な学》た らしめるには、迂遠でもこの

手続きを踏むよりほかにない。その成否にっいては読者の批評を乞 う次第である。

(29)斎 藤 正 二 『若 き牧 口常 三郎 上 』 第 三 文 明 社
、1981年 、113頁 。
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第1章 天皇凡夫論一 弾圧理由その1

「訊問調書」

それでは本論に入る。太平洋戦争勃発直前から開戦後二年 目にかけての、昭和軍国主義の絶頂

期にあって、牧口常三郎はいったい何を語ろうとしたのか。そ して、彼の言動を、なぜ特高警察

は 「治安維持法違反」および 「不敬罪」と見なしたのか。その核心部分に迫ってみたい。

ここでもやはり 『特高.月報』が最重要の文献 となる。ただし今回取 り上げるのは 「昭和十八年

八.月分」、っま り、序論で見た号の翌.月号である。

この号の末尾には、「創価教育学会々長牧ロ常三郎に対する訊問調書抜粋」(以下、「訊問調書」

と略記する)と 題する記事が、「研究資料」として25ペ ージにわたって収められてお り、特高と牧

口との一問一答を 抜粋とい う不完全なかたちでではあるが 読むことができる。

このなかで特高は、前章で見たような牧 口の発言(特 高の表現によれば 「不逞教説」)の一つ一

っにっいて、真意を問いただし、何 としても有罪の証拠を得ようとする。また牧口は、いかなる

質問にも端然 と答え、それのみか、何が道理であるかを相手に悟 らせようとも試みる。緊張感に

みちた両者の対決と、そこに映し出される 《権力》対 《良心》の鮮やかなコン トラス トは、あた

かも 『ソクラテスの弁明』の法廷場面を彷彿とさせるものがある。

ちなみに、このように長文の調書が 『特高月報』に収録 されるのは異例のことで、似たような

ものとしては、『特高.月報』昭和十七年三月分掲載の 「本門仏立講尾鷲道場事件被疑者訊問調書」

くらいしかない。この点においても、牧 口の 「訊問調書」は歴史的に貴重な記録 といえる。

以下、本稿では、序論で確認 した牧 口の主要な(思 想的)罪 状である、①天皇凡夫論、②教育

勅語批判、③法罰論、④国家神道批判の4点 にっいて、該当する発言を 「訊問調書」から抜き出

し、牧口自身の説明を確認 していく。

そのうえで、一点一点の主張内容を、当時の政府の公式見解 と比較 し、特高が牧口を危険視し

た理由を考えたい。そのさい、牧 口と政府 との対立点を、っねに近代 日本思想史の文脈のなかで

把握するよう心がけ、牧口が逮捕の危険をおかしてまで一個の思想家 として語 りたかったことは

何なのかを、浮かび上がらせていこうと思 う。

なお、上記の4点 は相互に密接 にからみあってお り、本来別個には論 じえない性質のものであ

る。そのため、上記の1点 を追究す る過程で、他の3点 に関する議論が混入する場合もあること

をお断 りしておく。

牧ロの発言①一 天皇も凡夫である

さて、「訊問調書」によると、特高はまず、「創価教育学会の指導理念及 目的」、「会員獲得の手

段方法」など、創価教育学会という組織の概略にっいて訊き、っついて、「法華経を最初に説いた

のは誰か」、「法華経は何時頃から日本に説かれる様になったのか」、「然 らば其法華経とは如何な

る教へなりや」、「法華経と日蓮聖人の関係は」など、教義に関する質問をおこなっている。

これ らに対する牧口の回答は、それ自体興味深いものではあるが、目下探究中の四つの罪状 と
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直接には関係 しないため、ここでは深入 りしないことにする。

罪状に直接関わる部分は、これらの質問のあと、特高が 「法華経の真理か ら見れば 日本国家も

濁悪末法の社会なりや」と訊 くあた りからはじまる。

この問いには、国家に対す る批判的な発言を牧 口から引き出そ うとい う意図が うかがえる。現

に、特高はこれ以降、仏教の教義 よりもむしろ牧 口自身の思想(そ もそもこちらを特高は知 りた

いのだ)を 把握しようと、さまざまな質問を発 していくのである。

右の問いに牧口は、現在の日本は明らかに 「末法の社会相」であると述べ、さらに日蓮の 『立

正安国論』を引用してから、次のように語る。

現在の 日支事変や大東亜戦争等に して も其の原因は矢張 り諺 法国 〔法華経 を誹諺 している国〕 である

処か ら起きて居る と思 ひます。

故 に上は 陛下 よ り下国民 に至る迄総てが久遠 の本仏たる曼茶 羅に帰依 し、所謂 一天四海 帰妙法 〔全

世界が法華経 に帰依する〕の国家社会が具現すれば、戦争磯 鐘疫 病等の天災地変 より免れ 得るのみ な ら

ず、 日常 に於 ける各人の生活 も極めて安穏な幸福が到来す るのであ りま して之れ が究極の希望であ りま

す(30)。

なかほどにある、「上は 陛下より下国民に至る迄総てが久遠の本仏たる曼茶羅に帰依 し」とい

う仮定の中身に、特高は敏感 に反応 して、さらに質問する。

牧口の天皇凡夫論が語られるのはこの問答部分である。

問 陛下が御本尊 に帰依 されて、其御心に従つて国家を御治めになる と云ふ事 になる と陛下の御 自由

の御意思が阻害 され はせぬか。

答 左 様な事 にはな らない と思 ひます。私 は学会の座談会 等の席や又会員 其他 の人 に個 々面接 の際

度 々 陛下の事 に関 しま して、

天皇陛下 も凡夫であつて、皇太子殿下の頃 には学習院に通はれ、天皇学を修 め られ て居 るので

ある。

天皇陛下 も間違ひ も無いではない。明治初年に明治天皇に 山岡鉄舟は随分御忠告 を して間違 を

指摘 されたそ うである。 と話 した事 があ りますが全 く其通 りであ ります。

然 し 陛下 も久遠本仏たる御本尊に御帰依な さる事に依 って、 自然に智恵 が御開けになって、

誤 りのない御政 治が出来る様 になると思ひ ます(31)。

【現代語訳】

問 天皇陛下が御本尊(日 蓮の曼茶羅)に 帰依 されて、その精 神で国家を治め られ る とい うことにな

ると、陛下の 自由な ご意思 が妨 げ られ は しないか。

答 そ うい うことにはな らない と思います。私は学会の会合の席や、会員その他の人 との懇 談の さい

に、たびたび陛下の ことについて、

「天皇陛下 も普通の人間であって、皇太子殿下の ころには学習院に通われ 、天皇にふ さわ しい

素養 を修め られ ているのです。

(30)『特 高 月撮 』 昭和 卜八 年 八 月 分
、151頁 。(『牧 口常 三郎 全集 第10巻 』、202頁 。)

(31)『特 高 月撮 』 昭和 卜人 年 人 月 分
、152頁 。(『牧 口常 三郎 全集 第10巻 』、202-203頁 。)
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天皇陛下 も間違い もないではあ りません。明治のは じめ ごろ、明治天皇に側近 の山岡鉄舟 はず

いぶん ご忠告 を して、陛下の間違 いを指摘 されたそ うです」

と話 した ことがあ ります が、まった くその とお りで あると考 えます。

しか し、陛下 も御本尊 に帰依 される ことに よって、 自然に知恵が開かれ 、誤 りのない政 治がで

きるよ うになる と思います。

ちなみに、『特高.月報』昭和十八年十二月分に掲載された 「創価教育学会々長牧口常三郎に対す

る起訴状」を見ると、牧口が開催 した座談会は東京内だけでも 「昭和十六年五月十五 日頃より昭

和十八年六.月三十 日頃迄の問、二百四十余回」におよんでお り、またこれ と同じ期間に自宅で 「毎

週一回面会 日」を設 けていた と記 されているから(32)、天皇凡夫論が語られた回数もけっして少

なくなかった と推測される。

政府の公式見解一 天皇は神である

それでは牧口の発言内容を、順を追って読解 していこう。まず、最初の、

天皇陛下 も凡夫であつて、皇太 了澱 下 の頃 には学習院 に通はれ、天皇学 を修め られて居 るのである。

とい う一節を見ていただきたい。「凡夫」とい う言葉はもともと仏教用語であるが、戦前を代表す

る国語辞典で、牧 口も著作で引用 している大槻文彦編纂 『言海』によると、「タダビト。凡人。仏

道二覚 リ入ラヌ人」とある(33)。

っまり右の発言は、天皇も学校 に通っている以上は普通の人間なのだ とい う、教育者の牧 口ら

しい見解 といえる。今 日から見れば何の問題もない見解であるが、当時はこうした考えすらも法

に触れると見なされる社会であった。

少 し回 り道になるかもしれないが、若い世代の読者のためにも、当時の政府の公式見解を簡単

に確認 しておきたい。

もっとも参考になる文献は、文部省が1937(昭 和12)年3月30日 に発行 した国民教化用パンフ

レット 『国体の本義』である。筆者の手元にある第10刷(1943〔 昭和18〕 年5月31日 発行)の 奥

付には累計部数が 「一七三万部」と記 されているから、年に30万部近 くも刷 られていたことにな

る(34)。

角屋文雄 『昭和時代』によれば、「『国体の本義』は終戦にいたるまで中等学校教育の聖典にな

った。小学校(国 民学校)、巾等学校の教員は 『国体の本義』の内容を理解するために研究読書会

を設け、中等学校の多くは 『修身』の教科書として使用 した。高等学校、専門学校、軍関係学校

(32)『特 高 月報 』 昭和 十 八 年 十 二 月 分
、164頁 。

(33)大 槻 文 彦 編 纂 『言 海 』 六合 館
、 大正13年 版 。

(34)初 版 の 奥 付 に は5月31日 発 行 とあ る
。 また 『近 代 日本 総 合 年 表 』(第2版 、 岩 波 書 店 、1984年)で そ の 日

の 記 述 を見 る と、 「5.31文 部 省 、《国 体 の 本 義 》 を 全 国 の 学 校 ・社 会 教 化 団 体 等 に20万 部 配 布 開 始」

と あ る。
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の入 学 試 験 に も必 読 書 と され た。 そ れ だ け に、 当時 の 青 少 年 に大 き な 影 響 を与 え た とい え る 」(35)

との こ とで あ る。 ま さ し く昭 和10年 代 の 《公 式 見 解 》 を代 表 す る文 献 とい って よい 。

なお 、高 崎 隆 治 の 証 言 に よる と、『国 体 の 本義 』を配 布 して い た の は小 学 校 ・中等 学 校 の な か で

も公 立 学 校 が 中心 だ った よ うで あ る。 ま た 、 と くに そ の深 い影 響 を受 けた の はい わ ゆ る 「少 国 民

世 代 」(昭 和 一桁 生 まれ)で あ っ た ら しい(36)。

ち なみ に 、『国体 の本 義 』 の発 行 か ら三 か.月あ ま りた った1937(昭 和12)年7.月7日 に盧 溝 橋 事

件 が 勃 発 し、日中 戦 争(当 時 は 「支 那 事 変 」「日華 事 変 」等 と呼 ん で い た)が は じま る こ と にな る。

以 後 、太 平 洋 戦 争 の 終盤 ま で絶 え間 な く全 国 の教 育 機 関 に配 布 され っ づ けた とい う点 を見 て も、

こ のパ ン フ レ ッ トが 担 って い た政 治 的役 割 の大 き さが うか が え る。

同書 第 一 部 は 「肇 国」と題す る節 で は じま る。肇 国 とは 「国 の ひ ら けは じめ 」の こ とで あ る(37)。

大 日本帝国は、万世一系の天皇皇祖 の神勅を奉 じて永遠 に これ を統 治 し給 ふ。 これ我 が万古不易 の国

体であ る。(38)

難解な言葉が羅列されているが、要するに、天皇が 「皇祖」(天 照大神)の 「神勅」(神 のお告

げ)に もとついて永遠に統治す るのが、わが国の変わらぬ特徴である、とい う意味である。

そもそも 『国体の本義』の文章は当時の人にも難解だったらしく、刊行後まもなくさまざまな

解説書が出ている。一例 として、鎌田重雄 『誰にもわかる国体の本義』(1939〔 昭和15〕年)を 見

ると、巻頭に、「此の本 〔『国体の本義』〕は中々難 しくて、一般の人々には解 りにくい点が多いや

うに思はれます」(39)とある。

そ して、「私は、この 『国体の本義』をやさしい口語文に改め、或場所は本文の意味をとり、或

場所は余分をさし入れ、更に註解(事 実や言葉の説明)を 施 して、誰にもわかるや うにやさしく

書き表 し、会社や商店に勤める人、工場に働 く人、中学生や女学生、少なくとも小学校を卒業し

た人ならば誰にでもわかるや うにした積 りであります。それですか ら、この本は中女学校 ・青年

学校等の参考書にも用ひることができると思ひます」(40)と自負 している。

これは現代のわれわれにとっても有難い労作である。以下、本稿における 『国体の本義』の解

説は、鎌田の口語訳に助けられていることを付記 してお く。

さて、『国体の本義』に話をもどすが、同書は 『古事記』や 『日本書紀』を引用 して、天照大神

による国づくりを確たる史実として説き、「天照大神は、この大御心 ・大御業を天壌 〔天地〕と共

に窮 りなく彌栄えに発展せしめられるために、皇孫 〔子孫〕を降臨せ しめられ、神勅を下し給 う

(35)角 家 文 雄 編 著 『昭 和 時代15年 戦 争 の資 料 集 』 学 陽 書 房
、1973年 、125頁 。

(36)高 崎 氏 の ご教示 に よ る。

(37)鎌 田重 雄 『誰 に もわ か る 国 体 の本 義 』 研 究 社
、1939年 、1頁 。

(38)『国体 の本 義 』 文 部 省
、1937年 、9頁 。

(39)鎌 田 『誰 に もわ か る 国 体 の本 義 』
、 「著 者 の 言 葉 」。

(40)鎌 田 『誰 に もわ か る 国 体 の本 義 』
、 「著 者 の 言 葉 」。
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て 君 臣 の大 義 を定 め、我 が 国 の祭 祀 と政 治 と教 育 との 根 本 を確 立 し給 うた 」(41)と述 べ て 、天 皇 が

天 照 大 神 の子 孫 で あ る こ と を強調 す る。

そ して 、「我 が 国 の 政 治 は 、上 は皇 祖 皇 宗 の 神 霊 を祀 り、現 御 神 と して 下 万 民 を率 ゐ 給 ふ 天 皇 の

統 べ 治 ら し給 ふ とこ ろ」(42)で あ る と、歴 代 の天 皇 が 「現 御 神 」(=現 人神)に ほ か な らぬ こ とを

結 論 す る ので あ る。 「現 御 神 」 の こ とを 、鎌 田の 『誰 に もわ か る国 体 の 本義 』 は 、 「世 に明 らか に

あ らはれ ま します 神 」 と説 明 して い る(43)。

天皇神格化の背景

こうした教説が学校教育の柱とされ、受験にも課 された時代状況を念頭に置くと、牧口の 《天

皇凡夫論》は、か りにそれが近代人の常識を述べたものにすぎない としても、人変な重みを持っ

ものといえる。

だが、それだけではない。現人神思想が当時の社会で担った政治的役割にまで視野をおよぼす

と、牧口の発言は、単なる常識の表明に収まるものではないことがわかってくる。

上に述べたように、『国体の本義』の中心主題の一っは、天皇が現人神であるとい うものであっ

た。 しか しそもそもなぜ文部省は、この時期にこうしたパンフレットを全国配布する必要があっ

たのだろうか。

その背景には、同書発行の約2年 前(1935〔 昭和10〕 年)に 起きた 「天皇機関説事件」があっ

た。もっとはっきりい うと、この事件以降、現人神思想は、政府の公式見解 として大っぴらに喧

伝されるようになったのである(44)。

大正か ら昭和初期までの憲法解釈では、"天皇は国家の機関として主権を行使する"と いう《天

皇機関説》が主流であり、この説 によれば、大日本帝国憲法の第3条 「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘ

カラス」は、第55条 「国務各大臣ハ天皇 ヲ輔弼シ其ノ責二任ス」によってはじめて保障されるも

のであった。それは次のような論理である。

天皇はその政治的権限(国 土 ・人民の統治、帝国議会の召集 ・閉会、法律の裁可、文武官の任

免、陸海軍の統帥、宣戦 ・講和、条約の締結など)を 、っねに国務大臣の 「輔弼」(補佐)を 受け

て行使 し、輔弼なしには行使 しないのであるから、あらゆる国務の責任は天皇ではなく大臣にあ

る(第55条)。 それゆえ、か りに国家政策に過失が生じようとも天皇は責任を問われず、神聖不可

侵である(第3条)。

こうした学説を、憲法学者の美濃部達吉たちは唱えていた。

ところがこの学説は軍部にとって、はなはだ都合の悪いものであった。1931(昭 和6)年 の満

州事変以降、陸海軍の統帥者である天皇の権限を強め、軍事だけでなく国務全般に影響力を持 と

うとする軍部 としては、天皇が大臣の輔弼なしに権限を行使でき(天 皇親政)、 しかも政治責任を

(41)『国体 の本 義 』
、13頁 。

(42)『国体 の本 義 』
、15頁 。

(43)鎌 田 『誰 に もわ か る 国 体 の本 義 』
、7頁 。

(44)副 田義 也 『教 育 勅語 の社 会 史』 有 心 堂
、1977年 、276頁 。
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負わないようにしたかったからである。

そこで軍部はどうしたか。歴史家の鈴木正幸は次のように説明する。

この よ うな 〔天皇機 関説 とい う〕政党政治期 に定着 した考え方を打破す るためには、天皇神 聖不可侵

とい う憲法第三条の規定は、第五五条に よっては じめて保 障 され るのだ とす る連 動性 をたち切 らねばな

らなか った。そのた めには、天皇は本質的に責任を問われ ない神 聖な存在 である としなけれ ばな らなか

った。かって天皇機 関説 をめ ぐる論争 で美濃部達吉 と対立 した上杉慎吉は

「天皇 は天祖 血統の御子孫であ って、現人神 として国家を統治 したまふ。 本来惟神 至聖にま しま し、臣

民 と比倫を異に したまふ」(『帝 国憲法逐条講義』一 九三五年、一一ページ)

と述べたが、天皇は神(現 人神)で あるがゆえ に、本質的に神 聖であ り、そ もそ も責任 を問 うべき対象

でない とする ことが、天皇親政 の実質化 と天皇神聖不可侵 を両立 させ る究極的方法であった。(45)

こうして軍部は、美濃部の論敵であった憲法学者 ・上杉1真吉の 《天皇主権説》を利用すること

で、機関説排撃を開始 したのである。上杉の学説は、上の引用にあるように、"天皇は現人神であ

るゆえに絶対的な主権者である"と いうものであった。 もっとも、上杉本人は1929(昭 和4)年

に病没 してお り、その影響下にあった人々が美濃部攻撃に当たった。

1935(昭 和10)年1.月31日 、右翼の原理 日本社から 『美濃部博士の大権躁瑚』 と題するパンフ

レットが出た。著者は蓑田胸喜。表紙には 「人権躁瑚 ・国政破壊 ・日本万悪の癌腫禍根」と記 さ

れ、本文では天皇機関説にっいて、「『天皇は…国務大臣の進言に基かず しては単独に大権を行は

せ らる＼ことは、憲法上不可能である』 といふ、美濃部氏の放言は明に大権干犯の不敬凶逆であ

る」(46)と論 じられていた。

これに呼応するように2月19日 、貴族院議員で陸軍中将の菊池武夫が、議会演説で天皇機関説

を 「明 らかなる叛逆」とし、美濃部を弾劾 した。美濃部は2月25日 に 「一身上の弁明」と題して

反論の演説をおこなうが、3日 後に、衆議院議員で陸軍少将の江藤源九郎によって 「不敬罪」と

して告発される。

その後、軍部や右翼の攻撃はかえって勢いを増 し、対応を迫 られた政府は、4Hに 美濃部の著

書 『憲法撮要』『逐条憲法精義』『日本憲法ノ基本主義』を発禁にする。さらに8.月 と10.月に、天

皇主権説こそが正統であるとい う政府声明を出し(「国体明徴に関する政府声明」)、天皇機関説の

講義をいっさい禁 じたのである。美濃部は貴族院議員辞職に追いや られた。翌年2Hに は暴漢に

狙撃され負傷 している。

(45)鈴木正幸 「軍部の台頭 と天皇神聖化」
、『近代 の天皇』鈴木正幸編、吉川弘文館、1993年 、200頁 。 一部改

行 した。

(46)蓑田胸喜 『美濃部博 士の大権躁瑚』原理 日本社
、1935年 、12頁。右翼 の代表 的思想家で ある蓑 田が表紙 に

「人権躁瑚」 と記 している事実 は興味深 い。 「人権」 とは誰 の権利 を指す のか。そ もそ も同書は政府 が国

民 に権利を認 めす ぎる ことを批判 している。 「いま裁判所、検事局 司法権の人権 躁瑚 といふ ことが問

題 となってゐるけれ どもそれ は元来 『司法権 の政党化』によつて個人の 『人権』が躁瑚 され る以前 に 『国

憲』『国法』その ものが歪曲躁瑚せ られ た結果 に外 な らぬ ことを政党人はいま こそ思ひ知るべきである」

(21-22頁)。 それ ゆえこ うい う趣 旨になろ う 天皇 とい う 「現御神」 に全権を委ねる ことが国民生活

の保証 になるのであ り、逆 に 「大権躁晒」 は 「人権躁晒」の源で ある、 と。
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さ き に見 た 『国 体 の 本 義 』 は 、 この政 府 声 明 を受 け て文 部 省 が 編 纂 した もの で あ る。 当然 、 軍

部 の意 向 を反 映 し ない わ け には い か な か っ た。 昭和10年 代 に現 人 神 思 想 が 公 式 見 解 とな った 背 景

に は 、 こ の よ うな軍 国 主 義 の 横 暴 が あ っ た の で あ る。

*

余 談 だ が 、本 稿 執 筆 中 に筆 者 は 、天 皇 機 関説 事 件 で発 禁 に な った 美 濃 部 『憲 法撮 要 』(改 訂 第 五

版 、1933〔 昭 和8〕 年)を 古 書 店 で 入 手 した。 そ の奥 付 に は 、元 所 有 者 の もの と思 わ れ る 「昭 和

八 年 十 一 月 十 八 日購 入 」 とい うメ モ と、署 名(名 前 は伏 せ る)、 お よび 以 下 の 書 き込 み が あ る。

「1933.12.14.初 読 了。

1934.12.14.・ ・・…2。

1936.2.1.・ ・・…3。

1937.3.5.… …4。 」

元 所 有 者 にっ い て 調 べ た が 、 と く に名 の あ る人 で は な い ら しい 。 だ が 、 この 書 き込 み には何 か

大 事 な ドラマ が 隠 され て い る よ うに思 え て な らな い。

元 所 有 者 が この 本 を購 入 し初 読 了 した とき 、す で に 日本 は 「五 ・一 五 事 件 」 で 政 党 内 閣 時 代 が

終 了 して い た 。 天 皇機 関 説 事件 が 起 き た の は 、2度 目の読 了か ら2か.月 後 の こ とで あ る。 この 本

が 発 禁 に な って か ら も元 所 有者 は さ らに2回 読 了 して い る。3度 目の読 了 か ら3週 間 後 には 、 美

濃 部 狙 撃 事 件 と 「二 ・二 六 事件 」 が 起 き て い る。4度 目の読 了 か ら3週 間 後 に は、機 関 説 を排 撃

した 『国 体 の本 義 』 が 発 行 され て い る。

単 な る読 書 記 録 と あ な ど って は な らな い。1935(昭 和10)年 以 降 『憲 法 撮 要 』 は発 禁 にな っ て

い る のだ か ら、少 な く と も後 半2回 の 動機 は 司法 試 験 な どのた めで は ない 。 も とよ り、 国 家 か ら

不 敬 の烙 印 を押 され た 本 にわ ざわ ざ読 了 日を記 す 必 要 もな い。 元 所 有 者 はお そ らく何 か 思 うと こ

ろが あ って こ の書 き込 み を した の で あ ろ う。 胸 を衝 く もの が あ る。

軍部と現人神信仰

牧口の生きた時代の雰囲気をつかむため、現人神思想の周辺をもう少 し見ておきたい。

じつは、軍部が天皇機関説 を攻撃した理由は、先述の政治的動機(天 皇の政治的権限を拡大し

ようという動機)だ けではなかったようである。そのころ昭和天皇 と本庄侍従武官長とのあいだ

で交わされた興味深い会話を、前掲鈴木論文は紹介 している。

天皇機 関説 事件が起 こった時、本 庄侍従武官長 は天皇 に

「軍 に於ては、天皇は、現人神 と信仰 しあ り。之 を機 関説によ り人間並に扱 ふ如きは、軍隊教育及統

帥上至難な り」(『本 庄 日記』二 〇四ペー ジ)

と述べたが、 これは本庄の主観は ど うであれ、天皇 を現人神 として絶 対化 し、絶 対的無 問責化す る 〔絶

対 に責任 を問われない存在 にす る〕 ことによって、それに直属す る軍の絶 対化 と国政制 覇を可能 にす る

た めの論理であった。

こ うした現 人神化 に対 し、昭和天皇 は

「自分の位 は勿論別な りとす るも、肉体的には武官長等 と何 ら変る所なき筈 な り。 従て機 関説 を排撃

せんが為 め、 自分 をして動きの取れ ぬ ものにす る事 は、精 神的に も身 体的に も迷 惑の次 第な り」(『本
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庄 日記』二〇三ペ ージ)

と苦言 を呈 した。 しか し、天皇の神 格化(現 人神化)は 、昭和天皇の主観 をこえて進 行 していった。二 ・

二六事件 を経て、軍部に よる国政制覇が決定的 とな った時、天皇の神 格化は軍内部だけでな く全国民に

浸透 させ られ る こととなった。(47)

この記述によれば、「現人神」信仰はずっと軍部に存在していたものであり、その軍部にとって

天皇機関説は、天皇を 「人間並に扱ふ」ゆえに軍隊における 「教育」や 「統帥」を難しくするも

のだったのである。いいかえれば、軍における上官への服従を絶対化するには、軍の最高統帥者

である天皇を絶対化する必要があったということである。

こうい う次第であったから、現人神思想が政府の公式見解 となった時点で、 日本の軍国主義化

は避けられない運命といってもよかった。

ちなみに、軍部は天皇機関説事件の5年 前から美濃部をうとましく思っていた らしい。美濃部

の息子である美濃部亮吉の回想 を引いておく。

昭和五年 にロン ドンで開かれた海軍の軍縮会議では、若 槻 〔礼次郎 〕氏 が全権 となって英米 と大いに

渡 り合 った。海軍は巡洋艦 を英米の七割 にとどめるために頑張 りっづけた。 っいに、六割 に譲 歩 しなけ

れ ばな らな くな ってか らも、海軍は ど うして も承服 しなかった。 海軍は、軍令部の承認 しない軍事 関係

の条約は無効だ と主張 した。浜 口内閣は、父 〔美濃部達吉〕に意見 を求 めた。父 は、憲法理論に基いて、

海軍の軍縮 に関す る問題は政治問題であ り、軍令部の 口を入れ るべき事柄ではない と断言 した。浜 口内

閣 は 、 父 の こ うい う主 張 を背 景 と して 、 海 軍 を 屈 服 させ た 。 しか し、 海 軍 は 大 い に 父 を恨 ん だ よ うで あ

る。(48)

軍縮会議にさい して、議会が軍部の抵抗を退けるための理論的根拠 となったのが、美濃部の天

皇機関説であった。それゆえ、軍部がふたたび威光勢力を手にするには、なん としても美濃部と

機関説を排撃 しなければならなかったのである。

天皇機関説から現人神思想への移行は、すなわち、軍縮政策か ら軍拡政策への転換の象徴であ

った。この変化は、やがて始まる日中戦争 ・太平洋戦争への助走でもあった。

戦争と現人神思想

こうしてみると、天皇機関説事件から約6年 たった太平洋戦争勃発直前の時期に、牧口が 「天

皇も凡夫」 と発言 したことは、いやまして軍国主義化 していた当時の政府(1941〔 昭和16〕 年10

月に総理に就任した東条英機は、現役の陸軍大臣だった)に してみれば、まさに"冷 や水"を 浴

びせるような行為であったにちがいない。

牧口自身にもそ うした政府批判の意図があったことについては、のちほど詳述 しよう。その前

に、天皇凡夫論の衝撃性をさらに客観的に把握するため、戦時下における現人神思想の影響力に

ついても見ておきたい。

(47)鈴 木 正 幸 「軍 部 の 台頭 と天 皇 神 聖 化 」
、200-201頁 。

(48)美 濃 部 亮 吉 『苫悩 す るデ モ ク ラ シ ー』 角 川 書 店
、1973年 、74頁 。
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こ ん どは 、『国 体 の 本 義 』 と並 び 、当時 の 国民 教 化 に大 き な役 割 を果 た した 文 部 省 の パ ンフ レ ッ

ト 『臣民 の 道 』 か ら 引用 し よ う。

これ は 円中戦 争 が 四 年 目 に突 入 した1941(昭 和16)年7.月21円 に発 行 され た もの で 、 筆者 が持

っ て い る の は そ の 翌.月に出 た 注 釈 つ き の版 で あ る(49)。 ち な み に 『臣 民 の 道 』 の発 行 部 数 は 、2

年 半 後 の1943(昭 和18)年11.月 で95万 に達 して い る(50)。

第 三 章 第 一 節 「皇 国 臣 民 と して の 修練 」 に は次 の よ うな くだ りが 見 え る。

歴代の天皇は皇祖の神喬であ らせ られ、皇祖 と天皇 とは御親子の関係 にあ らせ られ る。 而 して天 皇 と

臣民 との関係 は、義は君臣 にして情は父子であ る。神 と君、君 と臣 とはま さに一体であ り、そこに敬神

崇祖、忠孝一本の道の根 基があ る。かか る国体 にして、 よく永遠 に生成発 展 して天地 と拉 び存す るので

ある。 〔…〕

され ば、国民各 とが肇国の精神を体得 し、天皇への絶対随順のま ことを致す こ とが臣民の道 であ り、

その実践に よつて 自我 功利 の思想 は消滅 し国家奉仕 が第一義 となつて来る。(5⊥)

簡単にい うと、天皇が 「神喬」(神の子孫)で あり、国民にとって 「父」のような存在であると

い う点に、日本の永遠なる発展の源がある。 このことをよく理解 して天皇に 「絶対随順」するこ

とが国民のあるべき姿であり、正真正銘の 「国家奉仕」になるのだ、とい う意味である。

このように、天皇の神格化 こそは、日中戦争の泥沼化に苦 しむ政府にとって、 日本の全国民を

国家に奉仕協力させるうえで重要な手段だったのである。

こうしたイデオロギーは、中等教育のみならず、初等教育を通 じても鼓吹された。『臣民の道』

とほぼ同時期に文部省が編纂し、太平洋戦争の開戦直後に発行 された修身教科書である 『初等科

修身 一』(1942〔 昭和17〕年2月)を 開いてみよう。現在の小学校3年 生に当たる子どもたちが

学習 した本である。「三 日本の子 ども」 という節には次のようにある。

世界 に、国はた くさんあ りますが、神様の御ちす ぢをお うけになった天皇陛下が、おを さめにな り、

かぎ りなくさか えて行 く国は、 日本のほかにはあ りません。いま 日本は、遠 い昔、神様が国をおは じめ

にな った時の大きなみ 心に したがって、世界 の人 々を正 しくみちびか うとしてゐます。

私た ちのお と うさん、 にい さん、おち さんな どが、みんな勇ま しくたたかってゐ られ ます。戦場 に出

ない人 も、みんな力をあはせ 、心 を一っ に して、 国をまもらな けれ ばな らない時です。

正 しいことのお こなはれ るや うにするのが、 日本人のつ とめであ ります。 私たちは、神様のみを しへ

にしたがって、世 界の人人が しあはせ になるや うに、 しなけれ ばな りません。(52)

表現こそ 『国体の本義』や 『臣民の道』に比べて平易であるが、内容はそれ らのパンフレット

よりもはるかに直接的である。 こうして子 どもたちは、天皇 という 《神》にしたが うことが至上

(49)久 松 潜 一 ・志 田延義 解 題
、 高須 芳 次 郎 註 解 『文 部 省 編 纂 臣 民 の 道』 朝 日新 聞 社 、1941年 。

(50)久 保 義 三 『昭 和 教 育 史 上』 三 一 書 房
、1994年 、404頁 。

(51)『文部 省 編 纂 臣民 の 道 』
、73-74頁 。

(52)『初 等 科修 身 一 』 文 部省
、1942年 、9-11頁 。(『復 刻 国 定 教 科 書(国 民 学 校 期)』 ほ る ぷ 出 版 、1982

年 。 以 下 、『初 等修 身 科』 か らの 引用 は 、す べ て こ の復 刻 版 に よ る。)
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の道徳であり、将来 《戦場》ないし 《銃後》で、日本の 《聖戦》に身をささげることの大切 さを

教わっていったのである。

牧ロの発言②一 天皇も間違うことがある

牧口が天皇凡夫論を表明したのは、まさに、こうした天皇神格化が徹底 して遂行された時代で

あった。それだけに、右に述べたような軍国主義イデオロギーを一挙に相対化する衝撃性を持っ

ていた といってよい。だからこそ、『特高.月報』も牧 口の 《不逞教説》の筆頭にこれを挙げたので

あろう。

そ して、この推測を裏づけるものこそ、「訊問調書」で天皇凡夫論が語 られるくだ りの後半部分

にほかならない。すなわち、次の一節である。

天皇陛下 も間違ひ も無いではない。明治初年 に明治天皇に 山岡鉄舟は随分御忠告 を して間違 を指摘 さ

れたそ うである。 〔…〕

然 し 陛下 も久遠本仏た る御本尊 に御帰依な さる事に依 つて、 自然に智恵 が御開けになつて、誤 りの

ない御政治が出来る様 になる と思 ひます。

以下、この一節の意味するところを検討 していきたい。

この発言は、天皇凡夫論の根拠として、皇太子時代の就学 とい う例にっついて述べたものであ

る。天皇も間違いを犯 しうるのであ り、じっさい明治天皇のときも侍従(側 近)の 山岡鉄舟がず

いぶん忠告をして間違いを指摘 したそうではないか、と牧 口はいう。これもやはり、教育を必要

とする以上は天皇も普通の人間なのだという、牧 口らしい見解である。

ちなみに、山岡鉄舟(幕 末 ・明治の政治家。剣客としても有名)が 侍従を務めたのは1872(明

治5)年 か ら約10年 間、すなわち明治天皇が20歳 から30歳までの時期であるか ら、ここで牧口が

鉄舟のエ ピソー ドを引いたのは、天皇が凡夫であるのは就学時代に限らず、成人後もそ うなので

ある、という趣旨であろう。

事実、ここで牧口が述べている 「間違ひ」とは、子 どもの過ちや若気の至 りといったような軽

い話ではない。天皇も仏法に帰依す ることによって、誤 りのない政治ができるようになる、とい

うくだ りか ら明らかなように、牧 口は天皇の政治的判崎たおける商違い1こついて語っているので

ある。

本章のはじめのほうで述べたが、この天皇凡夫論はもともと、特高警察の 「法華経の真理から

見れば日本国家も濁悪末法の社会な りや」という質問に対 して、「現在の日支事変や大東亜戦争等

にしても其の原因は矢張 り誘法国である処から起きて居る」ことを主張する文脈で語られたもの

であった。

つまり、牧口は、天皇の名のもとで行われている 「日支事変」(日中戦争)や 「大東亜戦争」(太

平洋戦争)が 、政治的判断として誤 っていると述べているのである。

したがって、「天皇陛下も間違ひも無いではない」とい う一節は、日本の戦争政策を批判した発

言 として重要なものといえるが、牧 口の戦争観にっいての検討はあとに回 し(本 稿第3章 を参照

一26一



創価教育 第2号

の こ と)、 本 章 で は あ くま で彼 の天 皇 観 にっ い て 考 え よ う。

さ しあた り問題 は、"天 皇 も間 違 い を 犯 し うる の だ"と い う思 想 が 、当時 特 高 の 目に どの よ うに

映 った か とい う一 点 に絞 られ る。

美濃部達吉の 《天皇二人間》説

この問題を考えるため、今回も政府の公式見解を参照したいと思 うが、なにしろ 『国体の本義』

といい、『臣民の道』といい、文部省の発行物はいずれも"天 皇には間違いなどありえない"こ と

を前提に書かれているので、それらのなかに牧 口の発言 と直接に比較できる文言を見出すのはか

えって難 しい。

む しろ、それ らのパンフレットを文部省が編纂 した政治的な背景である 《天皇機関説事件》、お

よび、この事件の理論的な淵源である美濃部達吉 と上杉慎吉との憲法論争のなかにこそ、考察の

ヒン トがある。

先述 したように、天皇機関説事件の本質は、っまるところ、美濃部の 《天皇=人 間》説を、上

杉の 《天皇=現 人神》説によって断罪する点にあったことを想起 したい。

天皇機関説事件で発禁になった美濃部の代表作 『憲法撮要』(改訂第五版、1933〔 昭和8〕 年)

を開き、当時狙い撃ちにされた 「第三章 天皇」、なかでも 「国務大臣ノ輔弼」(大臣の補佐)を

論 じた部分を見ると、次のような一節がある。

国務大臣ハ君命 ト錐モ必ズ シモ従ハズ、君命ニシテ若シ国法若 クハ国際法二違反 シ又ハ国家二不利益

ナ リト信ズル トキハ国務大臣ハ之 ヲ諌止スル義務ア リ、一方二於テハ若シ国法若 クハ国際法二依 リ又ハ

国家 ノ利益 ノ為二為ス コ トヲ要 ス ト信 ズルモ ノ有 ラバ上奏 シテ裁可 ヲ仰 グベキ義務 ア リ。(53)

大臣は天皇の命令といえども必ず しもしたがう必要はない、いな、その命令が国法や国際法に

違反 していた り、国家に不利益であると思われたりした場合には天皇を諌める義務さえある、と

美濃部はいう。

また、同書の原型となった著作であり、そもそも上杉による天皇機関説攻撃に火をっけること

になった 『憲法講話』(1912〔 明治45〕年、縮刷版は1918〔 大正7〕 年)に は、もっと直接的な記

述が見 られる。

畏れ多い ことではあ りますが、道理の上か ら申せ ば、君主 と錐 も必ず しも過 ちが無 い とは 申され ない

訳であ ります。大臣責任の理 由とす る所は極めて単純であ りま して、唯国務 大臣は君主を輔 弼す る もの

であ るか ら、其の輔弼 した ことに付いて責に任ず るのであ ります。 〔…〕天皇の大命 と錐 も、若 しそれ が

憲法又 は法律 に違反 し、又は国家に対 して不利益である と思ふ場 合には、是非 之を諫争 しなけれ ばな ら

ぬ、又国家の利益の為に是非為 さね ばな らぬ と思ふ ことであるな らば是非 上奏 して御裁 可を仰 がねなけ

れ ばな らぬのである。(54)(傍点原文)

(53)美 濃 部 達 吉 『憲 法撮 要 』 改訂 第 五 版
、 有 斐 閣、1933年 、286頁 。

(54)美 濃 部 達 吉 『憲 法講 話 』 有 斐 閣
、 初 版11912年 、135-137頁(縮 刷 版11918年 、130-131頁)。
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このくだ りこそ、美濃部の 《天皇=人 間》説を象徴するものといってよい。大臣の輔弼が必要

である理由を、美濃部は 「君主と錐も必ずしも過ちが無いとは申されない」か らだと述べる。天

皇も過ちを犯 しうるとい うのが機関説の前提なのである。

興味深いことにこの一節は、内容 ・表現 ともに牧 口の 「天皇陛下も間違ひも無いではない」と

い う発言 と重なり合 う。このことから推 し量るに、天皇機関説が完全に葬 り去 られた太平洋戦争

期で、なおも牧口が天皇凡夫論 を説いたことの意味は非常に重い。それは、わがもの顔 に振る舞

う軍部勢力に対し、真っ向から挑戦状をたたきっけることに等 しい。

上杉慎吉の 《天皇=現 人神》説

牧口の天皇凡夫論が美濃部の 『憲法講話』の記述 と類似 していることは、単なる偶然ではない

であろう。 とい うのも、牧口の著作を年代順に追 うとわかるように、彼は若き日から立憲主義者

を自認 してお り、 しかも随所で(美 濃部から学習 したと思われる)天 皇機関説の立場から憲法に

論及 しているからである。

とくに40代 の二っの著作 『教授の統合中心としての郷土科研究』 と 『地理教授の方法及内容の

研究』には、機関説の影響が色濃い。 このことに関してはいずれ触れる予定である。

牧口の思想的位置を正 しく測定す るためにも、天皇機関説をめぐる論争にっいてもう少し見て

おこう。

論争のもう一方の主役である上杉慎吉は、美濃部 『憲法講話』の発刊か ら五か月後に雑誌で同

書を批判 し、最初の機関説論争を引き起こした(1912〔 大正元〕年12.月)。この ときはひとまず美

濃部側に軍配が上がったが、上杉はその後 も倦む ことなく白説を説きっづけ、その理論が昭和10

年代の天皇機関説事件を準備す ることとなる。

上杉の代表作 『新稿 憲法述義』(初版は1914〔 大正3〕 年、「新稿」 と改題 したのは1924〔 大

正13〕 年)に は次のようにある。

大 日本帝国ハ純粋ナル君主国ナ リ、天皇ハ完全ニ シテ欠 クルナキ ノ統治権者 ナ リ、我 力国体法上天皇

ノ意志ハ唯一ナル統 治権 ニシテ、国家二於 ケル 凡テ ノ意志ハ之二服従ス、〔…〕天皇 ノ意志ハ最高ニシテ

独立ナ リ、超絶的二無条件二臣民ハ之二服従ス、天皇 ノ統 治権 ハ無制 限ニシテ及 ハサル ノ範 囲アル コ ト

ナ シ。(55)

要するに、天皇は完全無欠の統治権者であり、臣民は無条件に服従すべきだ、とい うのである。

しかも、天皇の統治権は無制限だと述べている。

また、天皇機関説事件のさなかに刊行 された上杉の遺著 『帝国憲法逐条講義』(1935〔 昭和10〕

年5月)で は、天皇の神聖不可侵 をこう説明している。

天皇 は国家 に於て最高の地位 に居 らる るが故 に、其の責任を問ひ、制裁 を課す る ことを得る意志 は他

(55)上 杉 慎 吉 『新稿 憲法 述 義 』 有 斐 閣
、1924、86-87頁 。
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に存在せぬのであ る、若 しこれあ らば、其の意志が主権であ らう、 しか し、天皇に違 法が無 い と云ふの

ではない、違法 と責任 とは区別せね ばな らぬ、例へ ば若 し天皇が一年間一度 も議 会を召集 せ られ ざるな

らば、憲法第 四十一条の違反である、但 し、其の責任を問ひ、制 裁を課す る ことは全然有 り得ぬのであ

る、 刑 罰 の み な らず 、 そ の他 一 切 の制 裁 と云 ふ も の が有 り得 ぬ 。(56)

憲法では天皇が議会の召集 を命じることになっているが、天皇は国家の最高の地位 にあ り、天

皇をこえる意志は存在しないのだから、かりに一年間議会の召集がなくとも天皇を法的に責める

ことはできない、と上杉はい う。

ここまでくると、天皇の命令であれば議会を無視 して何をしてもよい、 とい う専制政治的な論

理に道を開くことになりかねない。現に、そうした天皇親政によって覇権を狙お うとする者たち

が美濃部批判に乗 じたのであった。

立憲政治を擁護 した牧ロ

牧口常三郎はおそらく、天皇機関説事件を皮切 りに日本の立憲政治が加速度的に崩壊 していく

さまを見て、事件の当事者である美濃部に劣 らぬくらい深 く胸を痛めていたことであろ う。牧 口

自身、大正期から一貫 して、きわめて美濃部的な(す なわち上杉 とは真っ向か ら対立する)立 憲

思想を展開 していたからである。

いくっか例を紹介 しよう。まず、牧 口が45歳 で出した 『地理教授の方法及内容の研究』(目黒書

店、1916〔 大正5〕 年)の 一節である。

専制国 に於ては民 を全 く奴隷視 し、人格を殆ん ど認 めず 、只々従順に其の命 令に服従 せ しむれ ば足る

と云ふ状態であ る。之に反 して立憲国に於ては民に相当の人格を認 め、之れ を国家の相談相手 と為 し、

其の輿論 に従 つて間違の無 い政事 を為 さん とす るので ある。平 民政 治或は輿論政治 と云 ふ所 以である。

(57)

立憲的政体 と云ふのは国民の総てが国家の主人側 と思ひ、其国の休 戚を 自覚 し、それ に依 つて政 治に

参 加 す る と云 ふ の に外 な らぬ 〔…〕。(58)

ここにも 「間違の無い政事」という表現が見えることに注意 したい。その意味は、「良た相当あ

人格を認め、之れを国家の相談相手と為し」、「国民の総てが国家の主人側 と思」 う政治とい うこ

とである。

この立憲思想は、牧口が59歳 で発表した 『創価教育学体系 第1巻 』(1932〔 昭和5〕 年)の 次

のような国家論に結晶化する。

即ち国民あつての国家であ り、個人あつての社会である。個人の伸長発 展は躯 て国家社会の繁栄 であ

(56)上 杉 慎 吉 『帝 国 憲 法逐 条講 義 』 日本 評 論 社
、1935年 、13頁 。

(57)『牧 口常三 郎 全集 第4巻 』 第 三 文 明 社
、1981年 、16頁 。

(58)『牧 口常三 郎 全集 第4巻 』
、31頁 。
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り、充実であ り、拡張であ り、 これ に反 して個人の縮小は即ち国家の衰微 であ り、勢力の減退である。

国家社会は原 素の結合 に依 つて栄え、分離 によつ て衰へ、解散 によつて消滅する ものである。(59)

また 、翌 年 発 刊 の 『創 価 教 育学 体 系 第2巻 』(1931〔 昭 和6〕 年)で は 、立 憲 政 治 の 意義 を 次

の よ うに説 く。

どこの国で も専制政 治の時代 にあつ ては法 に依 るよ りは人 に依つて治め られた ものである。〔…〕然る

に一般人民の知識 の次第 に開 けたに よつて、人 よ りも法が重 く見倣 される様にな り、憲法が制 定 され た

以上は君主 と錐 どもこれ を尊重 し、故な くこれ に違背する ことな しと契はれ たのが即 ち今 日の憲法政 治

の本 旨で、又法則の認識 、人 生規範 の定立 を以て任 とす る科学の本 旨と一致する所である。(60)

同様の見解は、翌1932(昭 和7)年 発刊の 『創価教育学体系 第3巻 』にも全編を通 じて表明

されている。代表的な一文を引いておく。

浬繋経 に曰く、『慈無 くして詐 り親むは是れ彼が怨な り。彼れ が為に悪 を除 くは是れ彼 が親な り』 〔慈

悲な く偽って交わるのは相手 の害 になる。相手 のために悪 を除 くのが真の交際であ る〕と。〔…〕司法官

や警察官は既 に国家の命令 によつて其を本職 として実行 してゐる。奴隷扱 いに甘ん じた専制 治下の国民

が、立憲政体 になった為 に参政権を得て、国家か ら相談相手の大人扱 を受けるに至つた以上は、それ等

と同様の精神になつて 自治の実 を挙げね ばな らぬ のが当然の義務であ ら う。(61)

牧 口が これ らの 文 章 が 書 い た 時 期 、 日本 で は満 州 事 変(1931〔 昭 和6〕 年9.月18日)や 、 五 ・

一 五 事 件(1932〔 昭 和7〕 年5 .月15日)を 経 て 、政 党 内 閣時 代 が 終 わ りをっ げ、 天 皇機 関説 事件

の土 壌 が 作 られ て い った の だ った。

ち なみ に 、五 ・一 五 事 件 で 暗殺 され た 首相 の犬 養 毅 が 、1930(昭 和5)年 発 刊 の 牧 口の 『創 価

教 育 学 体 系 第1巻 』 に題 字 を寄 せ た 人物 で もあ っ た こ と も、牧 口の思 想 的 立 場 を象 徴 す る もの

とい え よ う。

逮捕7か 月前の発言

これまでのところ、牧口の 「天皇陛下も凡夫であつて 〔…〕間違ひも無いではない」とい う発

言の意味を考察 してきたが、その結果、この発言が、天皇機関説事件以降完全に命脈を絶たれた

リベラルな立憲思想を含意していることが見えてきた。

か りに牧口がこの発言しかしていなかったとしても、特高が彼を 「国体ヲ否定」(新治安維持法

第七条)す る危険思想の持ち主と見なすには十分であったろう。

ところで、牧口がそ うしたリベラリズムとは矛盾するような発言をしている記録が存在する。

それは、創価教育学会発行のパンフレット 『大善生活実証録 第五回総会報告』(1942〔 昭和17〕

(59)『牧 口常三 郎 全集 第5巻 』
、114頁 。

(60)『牧 口常三 郎 全集 第5巻 』
、361-362頁 。

(61)『牧 口常三 郎 全集 第6巻 』 第 三 文 明 社
、1983年 、70頁 。
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年12A)に 掲載された 「会員座談会」での発言である。 じっはこのなかで一度だけ、牧口は天皇

を 「現人神」 と表現している。

逮捕7か.月 前のことであり、すでに創価教育学会の神道観をめぐって警察の取調べを受ける会

員も出はじめていた。牧口の発言は、会員たちに警察への対処法を助言 したものであ り、その意

味では、村尾行一のい うように方便的なものとも解 しうる(62)。

た しかに、「訊問調書」も含め、公的な講演や論文では、牧 口は現人神を認めるような発言を一

度もしていない。それゆえ 「会員座談会」での発言は、警察への対応を迫 られるなかで、会員を

守るために余儀なくされた一時的な妥協かもしれない。

しか し、そ うであったとしても、牧 口の発言を注意深 く読む と、彼が現人神 とい う言葉を、政

府 とはまったく異なる意味で用いていることがわかる。 しかもその独 自の解釈が、彼が人正期以

降一貫 して唱えてきた リベラリズムと矛盾するどころか、む しろそのうえに立脚 したものである

ことも見えてくる。

以下、同座談会の発言から問題の箇所を引用 したうえで、そのことを指摘 しておきたい(長 文

のため適宜改行をほどこし、表記 も現代風にあらためた)。

われわれは 日本国民 として無条件で敬神崇祖 〔天照大神を うやまい、歴代天皇をあがめる こと〕 を し

てい る。 しか し解釈 が異なるのである。 〔…〕

万世一系 〔永久 に血筋の絶 えない こと〕の御皇室は一元的であって今上陛下 〔現在 の天皇、ここでは

昭和天皇の こと〕 こそ現人神であ らせ られる。すなわち天照大神をは じめ奉 り、御代々の御稜威 〔ご威

光〕は現人神であ らせ られ る今 上陛下 に凝集 され ているのであ る。

され ばわれわれは神聖 にして犯すべか らず とある 「天皇」を最 上 と思念 し奉 る ものであつて、昭和の

時代 には天皇に帰一奉 る 〔帰着す る〕 のが国民の至誠だ と信ず る。

「義 は君 臣、情は父 子」 〔雄略天皇の言 葉。君主 と臣下ではあるがそこには父子 の情 がある、とい う意

味〕 と仰せ られているよ うに、われ われ 国民 はつね に天皇の御稜威 〔ご威光〕のなかにあるのである。

おそれ多い ことであるが、十善の徳をお積みあそ ばされ て、天皇の御位 におつきあそば され る と、陛

下 も憲法 にしたがいあそ ばすのであ る。すなわち人法一致 に よつて現 人神 とな らせ られ るのであって、

われわれ国民は国法に したがって天皇 に帰一奉 る 〔帰着す る〕のが、純忠だ と信ず る。(63)

立憲主義的天皇論

冒頭で、牧口は、政府 とは 「解釈が異なるのである」 と明言 している。そ して じっさい、牧 口

が使用する 「現人神」という言葉は、『国体の本義』や 『臣民の道』における定義か らは大きく隔

たっている。違いは主に3点 に絞ることができる。

(1)天 照大神と天皇との関係

まず、「万世一系の御皇室は一元的であって今上陛下こそ現人神であらせ られる。すなわち天照

大神をはじめ奉 り、御代々の御稜威は現人神であらせられる今上陛下に凝集 されているのである」

(62)村 尾 行 一 『軍 国 主義 と戦 っ た牧 口常 三 郎 』 第 三 文 明 社
、2002年 、168-172頁 。

(63)『大善 生活 実 証 録 第 五 同 総 会 帳 告 』創 価 教 育 学 会
、1942年 、47-48頁 。
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とい う箇所である。

ここでは、「現人神」という言葉が、「今上陛下」(現在の天皇)を 天照大神よりも上位 に置くた

めのレトリックとして使われている。すなわち、天照大神はもとより歴代天皇の威光は、今上天

皇に凝集 しているのだから、今上天皇をうやまいさえすれば天照大神に祈願 しなくともよい、と

い うのである。

これは、天皇が天照大神の子孫だからうやまうべきだという政府見解 とは、逆の立場である。

(2)天 皇をうやま う根拠

したがって、国民が天皇をうやま う根拠は、天照大神の権威 とは別のところに求められねばな

らない。そのため牧 口は、「十善の徳をお積みあそばされて、天皇の御位におつきあそばされると、

陛下も憲法にしたがいあそばすのである。すなわち人法一致によって現人神とならせられる」と

述べている。

ここでは、天皇をうやま う根拠が 「人法一致」 という言葉で表現 されている。すなわち、天皇

は 「十善の徳」を積んで皇位にっき、「憲法」にしたがうようになった有徳者であるとい うのであ

る(裏 をいえば、十善の徳を積まず、憲法にもしたがわない天皇はうやま うに値 しない、とい う

意味になる)。

そもそも、明治天皇の命によってっくられた大 日本帝国憲法は、

天皇ハ公共 ノ安全 ヲ保持 シ又ハ其 ノ災厄 ヲ避 クル為緊急 ノ必要二由 リ帝国議 会閉会ノ場 合二於テ法律

二代ルヘキ勅令 ヲ発 ス(第8条)

天皇ハ法律 ヲ執行スル為二又ハ公共 ノ安寧秩序 ヲ保持シ及臣民 ノ幸福 ヲ増進 スル為二必要ナル命 令 ヲ

発 シ又ハ発セ シム但シ命 令 ヲ以テ法律 ヲ変更 スル コ トヲ得ス(第9条)

とあるように、天皇の役目を 《国民への奉仕》 としている。牧 口が 「陛下も憲法にしたがいあそ

ばす」 と述べるのは、天皇が 《国民への奉仕》を役 目とするということであり、そ うした崇高な

存在になることが 「人法一致によって現人神 とならせ られる」の意味である。

そ して、そのような天皇によって国民が幸福な生活を享受することを、牧口は、「『義は君臣、

情は父子』と仰せられているように、われわれ国民はつねに天皇の御稜威のなかにあるのである」

と述べているのである。

同様の見解を、牧口はすでに40代 の著作『教授の統合巾心としての郷土科研究』(1912〔大正元〕

年11月)の なかで、天皇機関説 に依 りつつ こう述べている。

大権の発動す る其の主体た る 天皇陛下は此等の文部百官なる機 関を透 して活動す る、其の理 由は決

して天皇御 白身の為 めにす るの にあ らず して全 く国家全体の御頭 首 とな り御主人公 とな りて、下万民の

為 めに御尽 し遊ば され て居 るのである。鯛

(64)『牧 口常三 郎 全集 第3巻 』 第 三 文 明 社
、1981年 、325-326頁)
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参考までに、この著作が世に出る9か 月前に刊行 された美濃部の 『憲法講話』(1912〔 明治45〕

年3A)か ら、「天皇の国法上の地位」に関する記述を引いておこう。とくに下線部に注意してい

ただければ、牧口がいかに美濃部学説に負っているかが見てとれよう。

日本の古来の国家思想 に於て殊に近代の国家思想 に於て、統 治権が全国家の共同 目的の為に存す る も

ので、租税 を課す るの も、軍備 を起すの も、外国 と戦争をするの も、領土を拡 張す るの も、常に全 国家

の利益 を計 り国利民福を達す るが為 にす るものであつて、単に君主御一身 の利 益の為にす る ものでない

ことは、更に争いを容れ ない所 であ ります。(65)

さらにこの文章を、上杉の天皇主権説 と比較すると牧 口の思想的位置がいっそ う明確になるは

ずである。美濃部 『憲法講話』の3か.月 前に刊行 された上杉の 『帝国憲法講義』(1911〔 明治44〕

年12.月)は 、天皇機関説を批判 して次のように述べている。

天皇 は国家の機 関であ ると云ふ ことを 申す者があ るのであ ります、 自ら称 して之れ を学理 的である と

云つて居 りますが、機 関 と申せ ば他人の使用人であ る、他 人の手足であ ります 、然 らば天皇を以て統 治

権の総撹者である と云ふ事 は出来 ぬ、〔…〕我が国 に於ては決 して之れ 〔機 関説〕 を用ゐ る事が出来ない

事は、前か ら繰返 して述 べて居 るが如 くであ ります 〔…〕。圃

機関説は天皇を 「他人の使用人」や 「他人の手足」のように見ているのでけしからん、と上杉

はいう。彼がもし牧口の 「天皇陛下は 〔…〕下万民の為めに御尽 し遊ばされて居る」(『教授の統

合中心 としての郷土科研究』)、「立憲的政体と云ふのは国民の総てが国家の主人側 と思ひ」(『地理

教授の方法及内容の研究』)と いった記述を読んだなら何といっただろ うか。

(3)天 皇をうやま う方法

こうして、国民が天皇をうやま う方法、すなわち 《忠誠》の示 し方も、政府見解とは異ならざ

るをえなくなる。牧口は、「われわれ国民は国法に従つて天皇に帰一奉るのが、純忠だ と信ずる」

と述べている。

すなわち、天照大神に祈るのではなく、国法にしたがって天皇を中心 とすることが 「純忠」な

のである(「帰一」は当時の国語辞典では 「一っに帰着する」の意味(67)。ここでは、天照大神に

ではなく天皇に帰着すること、っま り天皇を中心にすることを指 している)。

天皇が憲法にしたが うかぎ りは国民も国法にしたがうということである。牧口は、立憲君主で

ある天皇 と、それを模範に生活す る国民との関係を、上のように表現 したもの と見てよい。 この

忠誠論は、戦時中に鼓吹された 《滅私奉公》思想 とはまったく異なる。このことについては次章

でくわしく論 じよう。

(65)美 濃 部 『憲 法講 話 』
、67-68頁 。

(66)上 杉 慎 吉 『帝 国 憲 法講 義 』 有 斐 閣
、1911年 、153頁 。

(67)金 沢 庄 三 郎 編 纂 『広辞 林 』(昭 和14年 版)
、 三 省 堂 。
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*

こうしてみると、牧口が天照大神中心の天皇神格化を斥けっっ、近代立憲思想の枠組みを

用いて、「現人神」の概念を変えようと試みていたことがわかる。

い うなれば牧口は、天皇を 《神の子孫》 としてではなく、《神のような有徳者》(た だしときに

過ちも犯す人間)と して捉えようとした。それは、天皇の神格化が完了 し、思想統制が最高度に

達 した時期に、牧 口が苦悩 しっっ試みた精一杯の抵抗であったといえよう。「会員座談会」での難

解な言い回 しは、その苦悩の深さを示す ものではなかろうか。

そ う考えると、牧口が 「天皇も凡夫」であると述べ、その凡夫を仏法信仰によって高次の人格

へ導こうとしたことの意味が明瞭に見えてくる。

牧口が特高に語った 「天皇陛下も間違ひも無いではない」、「然 し 陛下も久遠本仏たる御本尊

に御帰依なさる事に依って、自然に智恵が御開けになって、誤 りのない御政治が出来る様になる

と思ひます」 とい う発言は、上述のような苦悩や思索を念頭に置 くことで、はじめてその時代的

な重みが理解されるのである。

第2章 教育勅語批判一 弾圧理由その2

国民学校の儀式

次に、特高が挙げた二っ目の罪状である 「教育勅語批判」にっいて考えていきたい。

若い読者のなかには、《教育勅語》と聞いてもピンとこない人もいるかもしれない。そこで、牧

口の発言内容を検討する前に、教育勅語を中心 とした戦前の教育にっいて触れておこう。もっと

も、勅語発布後の半世紀をこえる日本教育史を通覧することはできないので、牧口が特高に睨ま

れ弾圧された太平洋戦争勃発前後 いわゆる国民学校期 に絞って見ておきたい。

教育勅語(正 確には 「教育二関スル勅語」)は、明治天皇の名で国民道徳の基本理念を示した勅

語(天 皇の言葉)で 、1890(明 治23)年10月30日 に発布 された。

以後、学校教育において修身科の根幹をなし、毎年1月1日 、紀元節(2月11日 、神武天皇の

即位 日とされる)、天長節(と きの天皇の誕生日)な どの祝日には、校長が朗読の儀式をおこなっ

た。 とくに1941(昭 和16)年3月 以降、小学校が 「国民学校」に改称 されてか らは、文部省の指

示で儀式の仕方が細かく規定された。戦後になって、国会で排除 ・失効が決議され、教育現場か

ら姿を消 した。

勅語のくわしい巾身についてはあとで見ることにして、まずは、学校での儀式がどのようなも

のであったか、参加者の証言を聞いてみよう。

作家の山中恒は、『子 どもたちの太平洋戦争』(1986〔 昭和61〕 年)の なかで、国民学校の儀式

のようすを回想している。

山中は1931(昭 和6)年 生れで、小学校に通ったのは1937(昭 和12)年 か らの6年 間、その う

ち5・6年 次の2年 間が国民学校期にあたる。ちょうど文部省が 『国体の本義』や 『臣民の道』

を発行 して、《天皇=現 人神》説の浸透をはかっていた時期と重なっている。
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山 中 に よ る と、儀 式 の 日、子 ど もた ち は教 室 に 「1待 機 」 し、担 任 か ら 「『君 が代 』、『勅 語奉 答

歌 』、 『式 歌 』 を うた う前 には 咳払 い を して は な らな い とか 、勅 語 奉 読 の際 に湊 をす す って は な ら

ない とか 、御 真 影 〔天 皇 ・皇 后 の 写真 〕 の覆 い を とる とき 、背 のび して 、 上 目使 い に見 て は な ら

ない とか 、儀 式 の最 中 き ょろ き ょろ した り、あ くび を して は な らない とい った こ とな ど」(68)を 注

意 され た うえで 、 講 堂 に 「2入 場 」す る。

そ して 儀 式 が は じま る 。

3開 会 進 行係 が登壇せず 「開会」の宣言をする。一同は正面に向かって礼をす る。 正面、檀 の奥に

は予 め、天皇 ・皇后の写真が掲 げられている。天皇の写真は正面中央、皇后の写真はその右 側である。

明治節の ときは、 さらに天皇の写真の左側に、明治天皇の写真が掲げ られ る。 そ してこの段 階では、写

真は 白い紗のカーテンで覆 われ ていて、式場か らは見 えない。

4御 真影開扉 教頭が右側か ら昇檀 して、端 に立っ。校長が左 か ら出て来て、全校生徒 の前に立って

正面 を向く。 「礼」の号令で、一同正面に礼をする。ただ し礼の終わったあ とも上体は もとへ もどさず 、

前へ傾 けて敬粛の意 を表す る。その間に教頭がカーテ ンの綱を引いて、カーテンを左右 に開ける。 御真

影が初 めて見 えるよ うにな る。上 目使い に見るな とか、のびあがって見るな とい うのは、この際の注意

であ る。カーテ ンが開き終わ った ところで、校長は上体を もとへ もどす。 一同 も上体を もどし、教頭 は

正面 を見たまま、後ず さ りで降壇す る。そ こで御真影に対 して 「最敬 礼」の号令がかけ られ る。最敬 礼

の後、校長は上体をかがめ、慎み を表 わ しつつ、 も との位置へ もどる。

5国 歌斉唱 「君が代」は二度繰返 し、出席者全員 で斉唱す る。国歌 は原則 として一回斉唱であるが、

時間の関係 もあって二回繰返す のが長 い間の慣例 になって いた。

6勅 語奉読 壇上 には 中央 よ りやや左寄 りに机がふたっ並べ られてお り、中央に近 い机 の上に盆に載

り撤紗 をかけ られ た勅語謄本 〔勅語の写 し〕が置いてある。校長が登壇 し、御真影 に向か って最敬 礼 し、

勅語謄本の ところへ行き、ネ伏紗 を取 り、箱か ら勅語謄 本を取 り出 してお しいただ く。 つぎに勅語謄 本を

開き、両手で持ち、腕を肩の高 さに持っていき、少 し上体を前へ傾 け恭敬 の意 を表 わす。 一同はそれ に

合わせて上体 を前へ傾 け、首 を垂れて謹聴 の体勢を とる。 この際の勅語は 「教育勅語 」である。校長 は

これ を出来るだけゆっ くり、お ごそかに読みあげる。最後の 「御名御璽」 〔教育勅語 の結 びの言葉〕を校

長が読みあ げた ら、一同は敬礼 して、 もとの姿勢に もどる。校長 は勅語謄 本をまるめ、箱 に もどし、ふ

た をして撤紗をかけ終 わる と、勅語謄本 に一礼 し、っ ぎにまた御真影 に一礼 して降壇す る。(69)

このように、天皇 ・皇后の写真 と勅語朗読に対 し、子 どもたちは前傾姿勢で敬意を示すことに

なっていた。

これに関して山中は、「この勅語を謹聴する姿勢には無理があり、厳寒の一月一 日とか紀元節の

ときは、みんなずるずると演 をすす りあげ、最後の 『御名御璽』のあとの敬礼でもとへもどると

きは、みんなの一斉に演をすす りあげる音が講堂を圧 したものである。一年生のなかには、この

とき小便をもらすものがいた りして、それが講堂の床を音 もなく流れて来るのに、勅語奉読の最

中であるか ら身動きもならず、自分のところまで流れて来ないように懸命に祈 り続けたとい う情

けない話もある」(70)とも述べている。

(68)山 中恒 『子 ど もた ち の太 平 洋 戦 争 』 岩 波 書 店
、1986年 、93-95頁 。

(69)山 中 『子 ど もた ち の太 平 洋 戦 争 』
、93-95頁 。

(70)山 中 『子 ど もた ち の太 平 洋 戦 争 』
、95頁 。
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こ の あ と、 「7勅 語 奉 答歌 斉 唱 」 「8校 長 訓 話 」 「9式 唱 歌斉 唱 」 「10御真 影 閉 扉 」 「11閉会 」 とっ

つ くが 、紙 幅 の都 合 で 省 略す る。

なお 、 閉会 後 も担 任 か ら、 参加 態 度 に 問 題 が な か っ た か 、校 長 の訓 話 を忘 れ て い な い か な ど、

厳 格 な質 問 ・指 導 が あ った とい うこ とで あ る。

牧ロの発言①一 天皇は忠を命じるべきではない

戦時下の学校教育における教育勅語の存在感は、およそ上のようなものであった。

とりわけ 『国体の本義』が発行されて以降は、《天皇=現 人神》説が文部省の公式見解 となって

いたので、必然的に、「『教育勅語』を読むこと、それを聞くことは、神の言葉を読むこと、聞く

ことである」と見なされ、また、「それを読みまちがうことは神の言葉の冒涜であり、神の権威の

否定に通 じると非難される恐れがあった」という次第だった(71)。

こうした状況下であったにもかかわらず、牧 口は、教育勅語の中身に対 して異議を表明したの

である。それはどうい う理由からであったのか。

例の 「訊問調書」を見ると、特高はこの問題で二っ質問をしている。まず、最初の問答から見

てみよう。

問 被疑者は学会の会員其の他に対 し教育勅語の 『克ク忠二』 と謂 ふ事 を天皇陛下が臣民に仰せ られ

た事でない と説 明 して居 るが、如何 なる理 巾な りや。

答 教育勅語の 中に、親 に対 しては 『父母二孝二』 と明示 してあ ります が、陛下御 自ら臣民に対 して

忠義 を尽せ と仰せ られる事は、却而 陛下の御徳を傷付ける もので、左 様に仰 せにな らな くて も

日本国民は 陛下に忠義 を尽くす のが臣民道で あると考へます。(72)

【現代語訳】

問 あなたは学会の会員やその他 に対 して、 「教育勅語の 『克ク忠二』(よ く忠実に)と い う言 葉は天

皇陛下が国民におっ しゃったこ とではない」 と説明 して いるが、 ど うい う理由か らか。

答 教育勅語では、親 に対す る徳 目として 「父母 に孝 に」(父母 に孝行せ よ)と 明示 してあ ります(こ

れは私 ももっ ともなこ とと思 います)。 しか し、天皇 に対す る徳 目として、陛下みずか らが国民に

向か って 「忠義を尽 くせ」 とおっ しゃるのは、かえって陛下の徳を傷つける ものです。 そのよ う

にお っしゃ らな くとも、 日本国民であれ ば陛下に忠義を尽 くす のが国民のあるべき姿である と考

えます。

こ こで 特 高 は、牧 口が 「教 育 勅 語 の 『克 ク忠 二 』(よ く忠実 に)と い う言 葉 は天 皇 が 国 民 に お っ

しゃ った こ とで は ない 」 と語 っ た こ とにっ い て 、そ の真 意 を聞 いて い る。「克 ク忠 二 」 とい う言葉

にっ いて は あ とで くわ し く触 れ るが 、 さ しあ た りは 「よ く忠 実 に」 とい う意 味 で 理 解 して お い て

よ い。

これ に対 す る牧 口の 回 答 は 、 一 見 、天 皇 に対 す る 忠誠 を 自明 視 して い る よ うに見 え るが 、 そ う

(71)副 田 『教 育 勅語 の 社会 史』
、200頁 。

(72)『特 高 月撮 』 昭和 卜人 年 人 月 分
、153頁 。(『牧 口常 三郎 全集 第10巻 』、203頁 。)
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解釈するのは短絡的であろう。 これは特高を前にしての発言であるか ら、解釈には十分に注意を

払わねばならない。むしろ、この回答には牧 ロー流の皮肉が込められているといえよう。

前章で見たように、そもそも牧 口のいう 《忠誠》 とは、憲法にしたが う天皇の姿を模範に、国

民が自発的に法にしたが うことを意味している。それゆえ牧 口によれば、天皇が忠誠を命じるこ

とは国民の自発性を否定することであり、逆にいうと、それだけ天皇が国民か ら模範視されてい

ないことの証明になってしま うのである。

しか し戦前の、とりわけ昭和10年 代の日本は、このあと見てい くように、国民が強制的に天皇

への 《滅私奉公》を強いられた時代であった。

教育勅語の内容

牧口は、国家が天皇の名 において強要する 《忠義》道徳を、道理にかなっていないとい う理由

で斥けた。天皇神格化が完了した時代状況にあって、いわば 《神の言葉》である教育勅語を論難

した事実は、迫害をも恐れぬ強靭なリベ ラリズムを証 してあまりある。以上は間違いのないこと

である。

しか しなが ら筆者は、「訊問調書」での発言のみをもって、牧 口の教育勅語批判の意義を把握 し

うるとは考えていない。教育勅語が なかんず く 「克ク忠二」の一句が 当時の社会で担っ

ていた政治的役割を視野に入れるならば、牧 口の発言は、単なる道理の表明をこえた衝撃性を有

していたことがわかるからである。

このことを理解するためにも、もう少 し、教育勅語に関する知識を得ておかねばならない。ま

ず、原文 と口語訳を紹介 しよう。

原文は資料 としてかかげたもので、読みとばしていただいてもかまわない。

口語訳は戦前戦後を通 じて多数作られているが、ここに引用するのは、太平洋戦争勃発の半年

後に出た河村正太郎 『青年学徒の心得置くべき詔勅謹解』(1943〔 昭和17〕年6月)に よるもので

ある。青少年向けの平易な文体であるが、時代の雰囲気が反映 されていて興味深い。

なお、太字にした箇所は、あとの考察でとくに重要な文言である。

【原文】

朕惟 フニ、我力皇祖皇宗、國 ヲ肇 ムル コ ト宏遠 二、徳 ヲ樹ツル コ ト深厚ナ リ。我 力臣民、克ク忠二克

ク孝二、億兆心 ヲーニシテ世世廠 ノ美 ヲ濟セルハ、此 レ我 力國膿 ノ精 華ニシテ、教育ノ淵源 亦實二此二

存 ス。

爾臣民、父母二孝二、兄弟二友二、夫婦相和 シ、朋友相信シ、恭倹 己 レヲ持 シ、博 愛衆二及 ホシ、學

ヲ修 メ業 ヲ習 ヒ、以テ智能 ヲ啓発シ、徳器 ヲ成就シ、進 テ公益 ヲ廣メ、世務 ヲ開キ、常二國憲 ヲ重 シ國

法二遵 ヒ、一旦緩急ア レハ義勇公二奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運 ヲ扶翼スヘシ。 是 ノ如キハ、濁 リ朕 ガ忠

良 ノ臣民 タル ノミナラ ス、又以テ爾祖先 ノ遺風 ヲ顯彰 スルニ足 ラン。

斯 ノ道ハ、實二我 力皇祖皇宗 ノ遺訓ニ シテ、子孫 臣民 ノ倶 二遵守 スヘ キ所、之 ヲ古今二通シテ謬 ラス、

之 ヲ中外二施 シテ悼 ラ ス。朕 爾臣民 ト倶 二、拳拳服膚 シテ、戌其徳 ヲーニセ ンコ トヲ庶 幾フ。

明治二十三年十月三十 日

御名 御璽
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【口語訳】

朕 〔天皇の 自称。 ここでは明治天皇〕が よく考へて見るのに、我が祖 先の方々が、 日本国をおは じめ

なされた規模 が、広 く且っ遠 大な ものであ り、人民 にお恵 みを施 したま うた ことは、誠 に深 くして厚い

もので あつた。わが国民は よく君には忠義をつ くし、父母 には孝行をはげみ、す べての人民が心をあは

せて代 々その忠孝の美風 をな してきたのは、我が国柄の最 も美 しくよい所であつて、教育の由つて出つ

る所 もまた こ ンに存 している。

汝等 臣民は父母 には孝行 をつ くし、兄弟姉妹は仲 よく愛 し合ひ、夫婦は互に睦ま じくし、友達同士の

問は うそいつは りのない誠 の心 で交 は り、つ ンしみ深 く傲 り高ぶ らず 、つ ゴまやか に己が身を持 ち守 り、

慈愛の心 を近い者か ら次第 に遠い者 にと及ぼ し、学問を修 め業務 を習ふ ことに依 つて知識 才能 を開きの

ばし、道徳的品性 を立派 にっ く り上 げ、更に進 んで世間一般の人の利 益を増進す るこ とに力を尽 し、世

の 中の為 にな る仕事 を開発 し、常に皇室典範や憲法 を尊重 し、法律命 令を守 り行ひ、一たび国家に一大

事が起つた場 合は何 時でも正義 の心か ら発す る勇気 を励 ま して君国のためにつ くし、か くの如 くに して、

以て 天地 と ともに窮 ま りな き皇室の御運 をおたす け申さね ば な らぬ。以 上の道 をよ く実行す る者 は、

た ゴ朕のた めに忠義な良い臣民であ るばか りでな く、同時にお前たち祖 先の遺 した美風 を明かにあ らは

す ことも十分に出来るであ らう。

この道は、実 に我が祖 先の方 々が後世の者にお遺 しになつた御教訓であつて、皇室の子孫 に当る方を

初 め、一般国民 も皆ひ としくしたがひ守 らなければな らぬ もので、 これを、昔か ら今 に至るまで何 時の

時代 に行つて も間違ひがな く、 日本国内で行つて も外国で行つて も反 しない道 である。 それ で朕は汝等

臣民 と一緒に謹んで奉 戴実行 し、皆一様 にこの道徳 を守 り行ふ様 にす ることを切 に望むのである。(73)

大まかな流れをい うと、第一段落で、歴代天皇 と臣民がむか しか ら体現 してきた美徳こそ教育

の淵源であると述べ、第二段落で、日本国民が身にっけるべき十数個の徳 目を列挙 し、第三段落

で、それ らの徳目を皇室も国民も実践せ よと説いている。

さて、牧口が問題にした 「克ク忠二」という一句は、第一段落で臣民の美徳を列挙するくだ り

の最初に出てくる。

「克ク忠二」は軍国教育の柱

そ うすると、牧口の教育勅語批判は、一見、第一段落のみに関わるようだが、事はそ う単純で

はない。文章 とい うものは、全体ではじめて一っの意味を形成するものだか らである。部分を取

りあげて論 じてもあま り意味がない。

まして教育勅語のように国家的聖典の役割を担った文章の場合は、それを国民に啓蒙 しようと

する文部省や学者たちによって数多くの注釈書や教科書が作られ、現実に大きな影響をおよぼし

ていた。 しかもそれら一冊一冊の中身は、作成 された時点での社会情勢や国家政策を多かれ少な

かれ反映 している。

したがって、教育勅語第一段落の 「克ク忠二」 という一句を解釈するさいにも、戦時下の牧 口

を扱 う本稿 としては、『国体の本義』や 『臣民の道』をはじめ当時影響力のあった注釈書 ・教科書

を参照 しっっ、文章全体の構造のなかで意味を把握 したいと思 う。そ うしない と、牧口の教育勅

語批判が戦時下の 日本において何 を意味したか、客観的にっかむことはできない。

(73)河 村 正 太 郎 『青 年 学徒 の心 得 置 くべ き詔 勅 謹 解 』 伊 藤 文 信 堂
、1943年 、33-36頁 。
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まず 、1937(昭 和12)年3Aに 文 部省 が発 行 した 『国体 の本 義 』 か ら調 べ て み よ う。 同 書 第 一

部 「大 日本 国 体 」 の 第 三 節 「臣節 」(臣 民 の守 るべ き道)を 開 く と、 「忠 君 愛 国 」 とい う小 見 出 し

の箇 所 に次 の よ うに書 か れ て い る。

忠は、天皇 を中心 とし奉 り、天皇 に絶対随順する道である。絶 対随順は、我 を捨 て私を去 り、ひたす

ら天皇 に奉仕す ることであ る。 この忠の道を行ずる ことが我等国民の唯一の生きる道 であ り、あ らゆる

カの源泉であ る。 されば、天皇の御ため に身命 を捧 げる ことは、所謂 自己犠牲 ではな くして、小我 を捨

てて大いなる御稜威 に生き、国民 としての真生命 を発揚す る所以であ る。(74)

ここでは、「忠」が 「天皇に絶対随順する」こととされ、また 「天皇の御ために身命を捧げる」

とい う言葉でいいかえられている。しかも、天皇に身命を捧げることは自己犠牲ではなく、「国民

としての真生命を発揚する」ことになるという。 これは天皇を 《神》 と見なして、犠牲を救済に

転化する論理である。

そ うなると、教育勅語第一段落の 「克ク忠二」 という一句は、第二段落にある 「一旦緩急アレ

ハ義勇公二奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運 ヲ扶翼スヘシ」 という一文 とセ ットになることで、はじめ

て意味を形成 していることになる。

すなわち、口語訳にある 「一たび国家に一大事が起った場合は何時でも正義の心から発する勇

気を励まして君国のためにっくし、かくの如 くにして、以て天地 とともに窮ま りなき皇室の御運

をおたすけ申さねばならぬ」(太字箇所)と いう一文とセ ットとい うことである(75)。

こうした滅私奉公的な 「克ク忠二」の解釈は、当然、戦時においては、天皇 と日本のための犠

牲を正当化する論理として機能す るほかないであろう。

以上のことは、一九四一年八月に文部省が発行 した 『臣民の道』を見ると、いっそ う明白にな

る。同書第二章の、その名 も 「臣民の道」と題する節にはこう書かれている。

(74)『国体 の本義』
、34-35頁 。

(75)こ こでは天皇機 関説事件 以降(っ ま り現 人神思想 が政府公式見解 とな って以降
、の意味。本稿前章の 「天

皇神格化の背 景」を参照の こと)の 文部省 の文献を引いたが、こ うした滅私奉 公的な教 育勅語解釈 には

前史がある。 明治 ・大正 の代表 的資料 を1冊 ずつ挙 げてお く。

明治期では、井上哲次郎の 『勅語衛義』(1891〔 明治24〕 年)で ある。 「我力臣民克ク忠二克ク孝二」

の解説部分 を見 ると 「我邦古来忠義 ノ士多ク、国家 ノ安危休戚 二関スル コ トアル トキハ、 自家ノ栄 枯 ヲ

モ顧 ミズシテ、之 レガ為 メニ四方二奔走シ、身 ヲ捨テ、命 ヲ榔 チ、皇室皇位 ヲ擁護 シ、内ハ以テ匪徒 ヲ

防ギ、外 ハ以テ外冠二 当ルモ ノ」(2頁)と あ る。井上 にっ いて は、のちほ ど本章 でも 「内村 と美濃部 の

受難」 「忠孝優先論争 沢柳政太郎vs.井 上哲次郎」 の項で言及す る予定である。

大正期では、杉浦重剛が1914(大 正3)年 か ら翌年にかけて皇太子裕仁親 王(の ちの昭和天皇)に 進

講 した教育勅語講義録 がある。「一旦緩急 ア レハ義勇 公二奉 シ」の解説部分 に 「義勇奉公は忠君愛国に基

く」と明言 し、こ う述べて いる。「以上 の如 く、我 が国民 は国家の危急 に際 して義勇奉公の挙に出つ るは

忠君愛国の至情 に発す。一旦緩急あ らんか、義勇奉公、凛 烈たる態度に出で、最後 の一人迄 も戦 ふ。夫

の外国の如 く、一連隊の大軍が 白旗 をあげて軍門に降るが如き醜態は、我 が大和民族 の大恥辱 とす る所

な り」(杉 浦重剛 『選集 倫理御進講草 案』第一書房、戦時体制版11938年 、417-418頁)。
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天皇へ随順奉仕す るこの道が臣民の道である。 〔…〕北畠親房は神 皇正統 記に、 「凡そ王土には らまれ

て、忠 をいた し命 を捨つ るは人臣の道な り。」と教へてゐ る。即 ち臣民の道 は、私 を捨 てて忠 を致 し、天

壌無窮の皇運 を扶 翼 し奉るにある。(76)

要するに、「忠」は 「命を捨っる」ことと同義なのであ り、「天壌無窮の皇運を扶翼 し奉る」(天

地 とともに窮まりなき皇室の御運 をおたすけする)こ とと一体なのである。そ してこれこそが 「臣

民の道」であるとい うのである。

以上のような 《忠義》道徳を、文部省は初等教育でも徹底 して浸透 させていった。太平洋戦争

中に発刊された修身教科書 『初等科修身 二』(1942〔 昭和17〕 年2.月)で は、「三 靖国神社」

とい う節にこう書かれている。

靖国神社 には、君のた め国のため につ くしてな くなつた、た くさんの忠義 な人 々が、おまつ りしてあ

ります。 〔…〕

また、忠義 をっ く してなくたった人 々を、あ らたにおまつ りす る時には、臨時大祭がお こなはれます。

〔…〕

君のた め国のた めにつ くしてな くなつた人 々が、か うして神社にまっ られ 、そのおまっ りがおこなわ

れ るのは、天皇陛下のおぼ しめ しによるものであ ります。

私たちの郷 土に も、護 国神社 があつ て、戦死 した人 々がまつ られてゐます。

私た ちは、天皇陛下の御恵みのほ どをあ りがた く思ふ とともに、 ここにまつ られ てゐる人 々の忠義 に

ならつて、君のため国のためにっく さなけれ ばな りません。(77)

こ の よ うに 、君 の た め 国 のた め に死 ぬ こ とが 「忠 義 」で あ る と、繰 り返 し強 調 して い る。「六 日

本 は神 の国 」 とい う節 で も、北 畠親 房 の 『神 皇 正 統 記 』 を 引 い て 、 「忠 義 をっ く し、命 をす て るの

は 、 臣民 の道 で あ る」 と念 を押 して い る ほ どで あ る。

さ らに 『初 等 科 修 身 三 』(1943〔 昭和18〕 年1月)を 見 る と、 「九 軍 神 の お もか げ 」 や 「1一

五 特 別 攻 撃 隊 」(特 攻 隊 の こ とで あ る)な どの節 で 、戦 争 に殉 じた 軍 人 た ちの精 神 を 「尽 忠報 国 」

とい う言葉 で 称 賛 して い る(78)。

また 『初 等 科 修 身 四 』(1943〔 昭和18〕 年1月)で は、 「八 国 民 皆 兵 」 とい う節 で 、 兵 士 と

して 「忠 誠 勇 武 」 を尽 くす こ とが 男 子 の本 懐 で あ る と述 べ て い る(79)。

も はや 多 言 を要 さ ない で あ ろ う。 以 上 の事 実 に照 ら して 、教 育 勅 語 の 「克 ク忠 二 」 とい う一 句

(76)『文部 省 編 纂 臣民 の 道 』
、51-52頁 。

(77)『初等 科 修 身 二 』 文 部 省
、1942年 、7-9頁 。

(78)『初等 修 身 科 三 』 文 部 省
、1943年 、54-55、85-86頁 。

(79)『初 等修 身 科 四 』 文 部省
、1943年 、48-49頁 。 以 下 の よ うな文 章 で あ る。 「日本 人 は 、本 来 平 和 を愛 す

る国 民 で あ りま す 。 けれ ど も、 一朝 国 に事 あ る 時 は 、 一 身 一 家 を忘 れ 、 大 君 の 御 盾 と して兵 に召 され る

ことを男子 の本懐 とし、 この上ないほ こりとして来てゐます。/大 日本 は、昔か ら一 度 も外 国のために

国威 を傷っ け られた こ とがあ りませ ん。 これは、まった く御代御代の天皇 の御稜威 の もとに、私 たちの

先祖が、 きはめて忠誠勇武 であった ことに よるのであ ります。私た ちも、 また、心 を一 っに して この大

日本 を防衛 し、先祖 以来 の光輝 ある歴 史を無窮 に伝 える覚悟がなけれ ばな りません」。 ま さに 「国民

皆兵」 こそが教育勅語 の実践形態 である といった 口吻である。
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が 軍 国 主 義 教 育 の 支 柱 的 役 割 を担 って い た こ とは 疑 い え な い。

そ して 、この 一 句 に対 して 、 「克 く忠 に な ど とは 、天 皇 自 ら言 は るべ き も の で は ない 。教 育 勅 語

か ら削 除 す べ きだ 」(1941〔 昭 和16〕 年11.月 、福 岡 県 で の 講 演)と した牧 口が 、体 制 側 に とっ て 国

民 教 化 を妨 害 す る要 注 意 人 物 と映 った こ と もま た確 実 で あ る。

忠義道徳批判の系譜一 秋水 ・如是閑 ・栄治郎

ここでいったん、近代 日本思想史を振 りかえり、《忠義》道徳に対する批判の歴史を見ておくこ

とも、牧口の思想的位置を確認す るうえで無駄ではないと思われる。

最初に言及すべき文献は、明治を代表する社会主義者の幸徳秋水が著 した 『廿世紀之怪物 帝

国主義』(1901〔 明治34〕年)で ある。斎藤正二によって指摘されているが、牧口は早くから同書

に関心 と共感を寄せていたようで、最初の著作 『人生地理学』(1903〔 明治36〕年)に はその強い

影響をうかが うことができる(80)。

重要なことは、この幸徳秋水 『帝国主義』 こそ、忠義道徳 と軍国主義 との共犯関係 を指摘 した

日本での先駆的書物であるとい う事実である。第二章 「愛国心を論ず」か ら引用 しよう。

○ 日本の軍人が尊王忠義の情 に富め るは真に掬 すべきあ り。 しかれ ども彼 らの尊王忠義 の情が、文明の

進歩 と福利の増加において、い くばくの貢献す るところあるやは問題な り。 〔…〕

○父母兄弟の困厄 を救 わんがために、あるいは盗を為す者 あ り、あるいは娼婦 となる者 あ り、〔…〕忠義

の心や善 し、皇上のためや善 し、 しか も正義 と人道は我知る ところにあ らず と言 わば、 これ 野蛮的愛国

心な り、迷信的忠義 な り、何 ぞ彼 の孝子 的娼婦盗賊 と異 ならん。(81)

秋水は、「尊王忠義」もけっこうだが、軍人たちのやっていることはまるで盗賊 と変わらないで

はないか と批判する。正義と人道 にもとるようでは、しょせん 「野蛮的愛国心」であ り 「迷信的

忠義」ではないかと弾劾する。

ときに、教育勅語発布から11年後、日清戦争終結から6年 目のことであった。当時30歳 の青年

牧口が、『人生地理学』を執筆 しっっ、この忠義道徳批判から大きな啓発を受けていた蓋然性は少

なくない。

なお、1910(明 治43)年 に秋水が明治天皇暗殺計画の容疑で逮捕される(大 逆事件)と 、『帝国

主義』も 「安寧秩序 ヲ妨害」(出版法第19条)し た書物として発禁になった。翌年、容疑を裏づけ

る積極的証拠もないまま、秋水は処刑 された。

紙幅の都合で時代を一気に下るが、大正期における忠義道徳批判の代表的論者 としては、ジャ

ーナ リス トの長谷川如是閑がいる。『現代国家批判』(1921〔 大正10〕 年)で は、 日本の役人たち

が 「国家のため」を連呼して国民に奉仕を求めることに対 し、こう批判 している。

(80)斎藤 正 二 「若 き 牧 口常 三郎 評 伝 的研 究 の一 小 部 分(っ づ き)」 『斎藤 正 二 著作 選 集 第7巻 』八坂 書 房
、

2004年 、566-567頁 。

(81)幸 徳 秋 水 『帝 国 主義 』 岩 波 文庫
、2004年 、45-46頁 。
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国家が神秘的存在 としてでな く、制度 としての存在 として認 め られ る ようになった今 日においては、

それは人民の真善な生活 を保障 し得な くとも、せめてはそれを妨げる ものではない とい うこ とだけで も

承認 を受 けな けれ ば、国家 自体の肯定が拒まれ るのである。故 に今 日においては如何に人民を国家に忠

誠な らしめるか とい う問題 よ りも、如何 に国家 を人民に忠実な らしむべきか とい う問題の方が、国家に

と って 大切 な の で あ る。(82)

国家を神のように崇めた時代が終わった今 日、国家に期待 されるのは 「人民の真善な生活」を

妨げない とい う消極的役割にすぎないのだから、忠誠を要求 されるべきは人民ではなくむしろ国

家のほうである、と如是閑は喝破す る。大正期にはこうしたラディカルな見解もまだ弾圧を免れ

ていたのである。

だが昭和に入ると、満州事変のあた りか ら情勢は徐々に厳しくな り、『現代国家批判』の路線で

世相を批判 した 『日本ファシズム批半1」』(1932〔 昭和7〕 年)は 発禁になる。翌年には如是閑自身

も 「治安維持法違反」の容疑で特高の取 り調べを受け、以後、表立った政治批判はっっ しむこと

を余儀なくされた。

昭和軍国主義の流れに抗い果敢 に忠義道徳批判をっづけた一人が、経済学者の河合栄治郎であ

る。代表作 『ファッシズム批半1」』(1934〔 昭和9〕 年)は 、随所に伏せ字(検 閲で とがめられそ う

な部分を×印などで印刷すること)が 見られ、思想統制が強まっていた状況を示 している。典型

的な伏せ字箇所を、戦後の全集版にしたがい、〈 〉内に補って引用す る。

吾 々は所謂 〈国家主義〉に 〈盲従〉 してはな らない。 〈国家主義者 の主張のみ が〉祖国の為に忠なる所

以では ない。誰か祖国を愛せ ざるものがあろ う。唯問題は何が祖国を愛す る ことか と云 うこ とのみ に在

るか らである。(83)

満州事変や五 ・一五事件を経て軍部が存在感を増 しっっあるなか、河合は、真に 「祖国の為に

忠なる」ことは国家主義に盲従す ることではない、と訴える。

この一文は、戦争の原因を冷静に分析 し、平和への道を模索 している自分こそが真の愛国者な

のだ、という自負を表 している。現に同書全体がそういう研究になっている。

しか し、日中戦争勃発の翌年(1938〔 昭和13〕年)に は、『ファッシズム批判』を含め河合の著

書4冊 が発禁 となった。河合のその後の人生は、発禁処分を不当とする裁判闘争に費やされるが、

最終的には1943(昭 和18)年6月25日 に有罪判決が下っている。牧 口が逮捕される11日前のこと

である。重なる心労から持病 を悪化 させた河合は、1944(昭 和19)年2月 に死去。牧口が東京拘

置所で息を引き取る9か 月前のことである。

内村と美濃部の受難

視点を変えて、教育勅語を批判す るということが戦前の日本において何を意味 したかにっいて

(82)長 谷 川 如 是 閑 『長 谷川 如是 閑評 論 集 』 飯 田泰 三 ・山峰 健 二 編
、 岩 波 文 庫 、1989年 、115頁 。

(83)『河合 栄 治 郎 全集 第11巻 』 社 会 思 想 社
、1967年 、141頁 。
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も、最小限、資料で跡づけておこう。

教育勅語にまっわる受難者 といえば、勅語発布の翌年、1891(明 治24)年 に起きたキ リス ト者

の内村鑑三が有名である。ただし、内村は教育勅語 自体を批判 したのではなく、第一高等中学校

でおこなわれた奉読式で最敬礼をしなかったために、不敬 として教職を追われたのだった。最敬

礼をするのは偶像崇拝に当たると内村は考えたのである(84)。

この事件を機に、ジャーナリズムではしばらくキリス ト教攻撃が過熱 した。代表的なものは哲

学者 ・井上哲次郎の論文 「教育と宗教の衝突」(1893〔 明治26〕 年)で ある。その一節を引くと、

勅語 に 「一旦緩急ア レハ義勇公二奉シ以テ天壌無窮 ノ皇運 ヲ扶 翼スヘシ」 とあ り。 其意 は我 邦人 は如

何な るもの も国家の緩急あ るに際 しては、生命 を梛 ちて皇運の安全を企図せ ざるべか らざるな り。 然る

に耶蘇 は勿論、耶蘇の徒弟 も少 しも国家の為め、又は君主の為めには生命 を も榔 ち、之れ が安全を維持

せ ざるべか らざることを言はず。是れ彼等は国家の外に天国あるを信 じ、君主の上に神 あるを信ずれ ば

な り。(85)

要するに、キリス ト者が教育勅語を拝礼 しないのは、「一旦緩急アレハ義勇公二奉シ」とい う精

神の否定であり、すなわち 「国家の為、又は君主の為には生命をも榔ち」 とい う覚悟が欠如して

いる証拠である、とい うのが井上の主張である。

ちなみに、井上は、明治の代表的な教育勅語解釈書 『勅語衛義』(1891〔 明治24〕年)の 著者で

あり、同書の内容がのちの 『国体の本義』や 『臣民の道』にも影響を与えている(86)。

さて、内村の 「不敬事件」以降、戦前に教育勅語を批判 した例がいくっあるのか、正確には筆

者は知 らない。 もっとも、民衆の問では勅語の文言をもじった駄洒落も存在 したようだが(87)、

公の場での勅語批判はやはり禁忌であったにちがいない。

というのも、筆者は 『昭和特高弾圧史』(全8巻)(88)を 調べたが、牧口以外に、教育勅語を批

判 した として特高が記 しているのは、無教会主義(内 村鑑三が唱えたキリス ト教信仰)の 一信者

が出した新聞 『求道』第89号(1937〔 昭和12〕 年8月)一 件にとどまるからである(89)。他にも

(84)関 根 正 雄 編 著 『内村 鑑 三』 清 水書 院
、1967年 、61-62頁 。

(85)井 上 哲 次 郎 「教 育 と宗 教 の衝 突」
、『日本哲 学 思 想 全 書 第15巻 』 三枝 博 音 編 、平 凡 社 、1957年 、360-361

頁 。

(86)副 田 『教 育 勅語 の 社会 史』
、167-168頁 。

(87)副 田 『教 育 勅語 の 社会 史』(第IV章4「 民 衆 の なか の 『教 育 勅 語 』」)
、224-233頁 。

(88)『特 高 月報 』(1930年3月 ～1935年10月
、1938年8月 ～1944年11月)、 『特 高 外 事 月報 』(1935年11月 ～1938

年7月)、 お よび 「特 高 月報 原 稿 用紙 」 に書 か れ た1945年1～6月 分 の生 原 稿 を、問 題別 ・時 期 別 に整 理 ・

編 集 した もの 。 明 石博 隆 ・松 浦 総 三編 、 太 平 出版 社 刊 、1975年 。

(89)『昭 和特 高 弾 圧 史3宗 教 人 にた い す る弾 圧(上)一 九 三 五 ～ 四一 年 』 太 平 出 版社
、1975年 、108頁 。 参

考 ま で に、 この 『求 道 』 第89号 に 関す る特 高 の 記 述 を 全 文 引 い て お く。 「『昭和 維 新 』 と題 し、 教 育 勅語

の 精 神 を誹 諺 し又 真 理 に従 へ と題 し反 戦 思 想 を 醸 成 せ しむ るが 如 き所 説 を なす(発 禁 処分 の通 告 受 け な

が ら秘 に之れ を頒 布 せ り)」。 なお 、 この 信 者 は 不敬 罪 で検 挙 され た が、 「改 俊 の 至 情 を 示 して将 来 の謹 慎

を誓 約 」 した た め 、不敬 罪 で は な く 新 聞紙 法 違 反 と して送 致 され た 、 と特 高 は 記 して い る(同 、105-106

頁)。
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あるか とは思 うが、それにしても少ない。

教育勅語批判の困難さを示す事例を、もう一っ紹介 しよう。1935(昭 和10)年 の天皇機関説事

件で、憲法学者の美濃部達吉が 「不敬罪」容疑で訴えられたことは前章でふれた。じっは、彼は

検事局の取 り調べにおいて、教育勅語を批判することの是非にっいて訊かれた らしい。取 り調べ

をした検事 ・戸沢重雄の戦後の証言をもとに、美濃部の息子の亮吉がそ う書いている(go)。

同証言によると、検事局は、美濃部に皇室冒漬の意思がないことを知っていたので、不敬罪で

はなく出版法違反で裁こうとしたようである。出版法では、著者の意思に関係なく、内容に皇室

冒涜の可能性が認 められれば有罪 にできたからである。

美濃部の学説によれば、詔勅(証 書や勅語)は 「天皇が国家の利益のために、いかに統治権を

行使 したか、または行使するか」を国民に知 らせたもので、議会 と政府が全責任を負っているの

だか ら、国民はそれを批判してさしっかえない。 この論理を検事局は衝こうとした。

やや長くなるが、息子 ・亮吉の文章を引いてお く。

今 となっては、戸沢検事の調べの内容 を明 らかにする方法はない。 ただ戸沢検事 の記憶 にたよるよ り

ほかは ない。戸沢検事のい うところか ら推察 して も、詔勅は批判 して もよろ しい とい うことを父 〔美濃

部達吉〕の 口か らいわせ ることに調べの 目標がおかれていた らしい。 そのためには、検事特 有の意 地の

悪い誘導的な訊問を したにちがいない。検事局か ら帰って来て、父の 口をついてでた最初の言葉は、「ま

ことに不愉 快だった」 とい う一言 であった。

〔…〕

戸沢検事の言 によれば、父 に一応その憲法理論の説明を させておいて、一一恐 らくは詔 勅は批判 して

もよい とい う結論 になるよ うに、誘導的 に理論 を展開 させたのであろ う一一 さてそ の上 で、政治、経 済、

外交な どに関す る詔勅を批判 して もさしつかえないのか と質問 した。 父は もちろんイエス と答 えた。 戸

沢検事は重ねて、「しか し、勅語 ことに教 育勅語 は批判 して はい けない とい う説があ ります が、それ にっ

いては ど う思います か」 と尋 ねた。父 は言下 に、 「それ はたんな る俗説にすぎません」 といい切 った。

ここで昼飯 にな り、父は好物 の鰻 どんぶ りを注文 したそ うであ る。

戸沢検事の言 によれば、午後の調べが始まる前に、父はす こぶる苦渋の色を浮かべなが ら、顔而 を紅

潮 させて、「午前 に言 った ことで誤 りがあ ったか ら訂正 したい、教育勅語 は批判 して よい といいま したが

あれは誤 りで、実際は批判 してはい けない ものなのです」 といった とい うこ とである。 ことの真偽 はわ

か らな い。また、父が実際 にそ う言 った として、 どんな表 情で言 ったかなおわか らない。 ただ私が考え

て も、そ うい うこともあ り得 ないこ とではないとい う気 はす る」(91)

美濃部の態度を難 じるためにこの文章を引いたのではない。もとより戸沢検事の話が典拠であ

る以上、本当に美濃部が教育勅語は批判できないと述べたのか、判断する手立てもない。

本稿が強調 したいのは、訊問をおこなった検事その人が、美濃部か ら"教 育勅語は批判してよ

い"と いう発言を引き出して有罪 に持ち込 もうとした、と回想 していることの重大さである。そ

れほどまでに教育勅語は公的権威 を有していたのである。

上の文章にっづき、亮吉は父親の内面をこう推 し量っている。「それ 〔教育勅語〕はたんに道徳

(go)戸 沢 検 事 の 証言 は
、 尾崎 上郎 の小 説 『天 皇 機 関 説 』(文 芸 春 秋 新 社 、1951年)に も活 か され て い る。

(91)美 濃 部 亮 吉 『苫悩 す るデ モ ク ラ シ ー』
、84-86頁 。
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律を示 したもので、政治、経済、外交などのような国務に関する詔勅 とは性質がちが う。教育勅

語について譲歩しても、父の憲法理論がくずれるということはない。こうい うふ うに考えて、教

育勅語にっいては譲歩することに決意したのではないだろうか。〔…〕いずれにせよ、譲歩したの

が真実なら、父も苦しかったにちがいない」(92)。

た しかに、憲法学者の美濃部としては、教育勅語にかかず らって罠にはめられるよりも、本領

の憲法理論で戦 うことに意義 を見出したのかもしれない。現に、美濃部はその後も天皇機関説の

正当性を説きっづけ、そのために議員辞職に追い込まれ、翌年には狙撃されたのである。

牧ロの発言②一 忠は孝に含まれる

ここまで本稿は、1890(明 治23)年 の教育勅語発布を機に 《忠義》道徳が社会的影響力を増 し

はじめ、そこに国家主義の危険を感 じとった幾人かの思想家が異議申し立てをおこなったにもか

かわらず、昭和軍国主義の高揚がそれらの批判意見を一掃 して しまった、 とい う思想史的プロセ

スを簡単に跡づけてみた。また、特高警察や思想検事が、教育勅語を批判することを法的に有罪

と見なしていたことも確認 した。

これだけでも、教育勅語の 「克ク忠二」を削除すべきとした牧 口の思想的位置がかな り明瞭に

なってきた と思 う。

ところで、本章の最初のほ うで述べたが、じっは牧 口の教育勅語批判にっいて、特高はもう一

っ訊問をしている。次にそちらを見てみよう。

あらか じめ述べておくと、この二っ目の問答は、牧 口の教育勅語批判が、上述のような思想史

的プロセスをよく観察 して白覚的に選んだ立場であったことを教えて くれる。すなわち、「克ク忠

二」の削除要求が、取 りもなおさず時局に対する抵抗であったことを教えてくれる。

問 平重盛は親 に孝な らん と欲すれば君に忠な らず、君に忠な らん と欲すれ ば親に孝な らず と被 疑者

は説例 して居 るが、之に対す る所見 は如何。

答 平重盛の親 に孝な らん と欲すれば君に忠な らず、君に忠な らん と欲すれ ば親に孝な らず と云ふ事

は、有名な話で私は之を時々説いて居 ります。重盛 も非 常に悩 んだ との事 であ ります が、私 は忠

と孝 とを二元的に考へ る事 は対 立 して両立 しないと思ひ ます。

故に我々国民は之を一 元的に考へ て、親 に孝行 をすれ ばそれが君 にも忠な る所以だ と思ひます。

教育勅語の 「克ク忠二」は 「君 二」 と改正追補すべ きもの と思ひます。(93)

【現代語訳】

問 平重盛の 「親 に孝行 しよ うとすれ ば君主 に忠実でな くな り、君主に忠実であろ うとすれ ば親 に孝

行ができない」 とい う言葉 を引用 してあなた は話 を して いるが、 ど うい う解釈を しているのか。

答 平重盛の 「親 に孝行 しよ うとすれ ば君主 に忠実でな くな り、君主に忠実であろ うとすれ ば親 に孝

行ができない」 とい う言葉は有名 で、私 もとき どきその説 明を しています。重 盛 もたいへんに悩

んだそ うですが、私が思 うには 「忠」 と 「孝」 とを分けて考えるか らそ うした対立を生 じ、両立

(92)美 濃 部 『苫 悩す る デモ ク ラ シ ー』
、86頁 。

(93)『特 高 月撮 』 昭和 卜人 年 人 月 分
、153頁 。(『牧 口常 三郎 全集 第10巻 』、203-204頁 。)
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できないのです。

それゆ え、私たち国民は 「忠」 と 「孝」 とを一つの もの と考えて、親に孝行をすれ ばそれ が君

主 にも忠実であるこ とになる、と思います。教育勅語の 「克ク忠三克ク孝二」(君 によく忠義 を尽

くし、父母に孝行 をはげみ)と い うくだ りは、 「者三克ク孝二」(君 に よく孝行をはげみ)と 改正

すべき もの と思います。

ここで特高は、平重盛(平 清盛の嫡男である)の 「親に孝な らんと欲すれば君に忠ならず、君

に忠ならんと欲すれば親に孝ならず」という言葉にっいて、牧 口の解釈を訊こうとする。特高が

この質問をしたのは、牧口の回答 にあるように、牧 口がこの言葉にっいて ときどき論じていたか

らである。

重盛の言葉を少 し説明すると、これは、父 ・清盛が後 白河法皇(第77代 天皇)の 平家打倒計画

に怒って法皇を監禁 しようとしたときに、当時朝廷の要職にあった重盛が父を諌めっっ語った言

葉 とされる(出 典は頼山陽 『日本外史』)。文脈的には、「もし私が父上にしたが うならば法皇を裏

切ることになり、法皇にしたが うならば父上を裏切ることになります」 とい う意味である。

伝えるところでは、っづけて重盛は 「この苦しみには耐えられません。 どうしても父上が法皇

を監禁なさるのであれば、この重盛の首をはねてからにしてくだ さい」 と訴え、清盛に法皇監禁

を断念させた とい う。

さて牧口の回答は、重盛に対して批判的であり、朝た孝行をチる三と泰、そあまま君圭たも忠

突を尽ぐチ三と1となるとい うものである。それゆえ、わざわざ天皇が国民に 「克ク忠二」(よく忠

義を尽くし)と 命 じる必要はなく、教育勅語の文言も 「克ク孝二」(よく孝行をはげみ)に 統一す

るべきだ、と主張 している。

政 府 の 公 式 見 解一 孝 は 忠 に 含 まれ る

じっ は 、 こ こで も牧 口 は、政 府 の 公 式 見解 とは異 な る立 場 を表 明 して い る。 例 に よ って 文 部省

パ ン フ レ ッ トの主 張 と比 較 して み よ う。 まず 、『国 体 の 本 義 』(1937〔 昭 和12〕 年3H)が 説 い て

い る 「忠 」 と 「孝 」 との 関係 は 、 次 の よ うな もの で あ る。

我等の祖先は歴代天 皇の天業恢 弘を翼賛 し奉った のであるか ら、我等が天皇 に忠節の誠 を致 す ことは、

即ち祖先の遺風 を顕す ものであつて、 これ、やがて父祖に孝なる所以である。我 が国に於 ては忠を離れ

て孝は存せず 、孝 は忠 をその根本 としてゐ る。国体 に基づ く忠孝一本の道理が こ ＼に美 しく輝いている。

(94)

現代語訳すると次のようになる。 日本国民の祖先は、歴代天皇が事業を広めるのをお助けして

きたのであるから、われわれが天皇に忠義を尽 くすことが祖先の教えを継承 し発展させることに

なり、やがては父や祖先に対す る孝 になるのである。 日本においては忠をはなれて孝はなく、孝

はっねに忠を根本としている。 ここにこそ、日本の国柄にもとつ く 「忠孝一本」の法則が輝いて

(94)『国体 の本 義 』
、47頁 。
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い る とい う意 味 で あ る。

次 に 、『臣 民 の道 』(1941〔 昭 和16〕 年8A)の 主 張 も見 てお こ う。

天皇 は皇祖 皇宗 を祀 り大孝 を申べ給ひ、その御心 を体せ られ 、惟神 の道 に則 とつて国を治め民を しろ

しめし給ふ。 この皇室に於 ける御敬神の彌深き を仰ぎ、臣民各 と敬神 崇祖 を実践す る ところに、 自ら孝

が成ぜ られ る。我等臣民は歴代の天皇に仕へ奉 りし祖 先を敬ひ、その純忠 と同心一体 となって、現 御神

に仕へまつ り、大御心 に応え奉 らねばな らぬ。(95)

要 す る に 、天 皇 が 「皇 祖 皇 宗 」(天 照 大 神 を は じめ 、天 皇 家 の 先祖)を まっ る こ とが 「大孝 」(最

大 の孝)で あ り、そ れ ゆ え天 皇 と同 じく 「敬神 崇 祖 」(天 照 大 神 を うや まい 、歴 代 天 皇 をあ が め る

こ と)を 実 践 す る と こ ろ に国 民 の 「孝 」 が 成立 す る 、 とい う意 味 で あ る。 日本 国 民 の祖 先 は み な

そ う して きた のだ か ら、 そ の祖 先 を うや ま うた め に も 「現 御 神 」(現 人神)で あ る天 皇 に 「純 忠 」

で あ るべ きだ 、 とい うの で あ る。

以 上 か ら明 らか な よ うに、 当時 の 国 民教 化 パ ン フ レ ッ トは 、 あ くま で 天 皇 へ の 「忠 」 が根

本 で あ り、そ の な か に親 へ の 「孝 」 も含 ま れ る 、 と主 張 して い る。 『国体 の本 義 』 が い う 「忠 孝 一

本 」 とは 、 じっ の と こ ろ は 《忠 一 元論 》 に ほ か な らな か っ た。

そ して 、 こ こで 強 調 され て い る 「忠 」 が 、 「皇 運 を扶 翼 し奉 る」(皇 室 の御 運 をお た す けす る)

た め に 「命 を捨 っ る」 とい う意 味 で あ る こ とは 、す で に確 認 した とお りで あ る。 天 皇 の た め に 死

ぬ こ とが そ の まま 親 へ の 孝 行 にな る、 とい うの が政 府 の 公式 見 解 だ った の で あ る。

国定教科書の描 く平重盛

したがって、「親に孝行をすればそれが君にも忠なる所以」(親 に孝行をすればそれが君主にも

忠実であることになる)と す る牧 口は、政府の国民教化方針 とは正反対の立場 いわば 《孝一

元論》 を主張 していたといってよい。

両者の対比は、当時の国定歴 史教科書における平重盛の扱いを調べると、いっそ う明確に浮か

びあがる。 日中戦争が完全に泥津化 し、日米関係 も悪化 しつつあった時期に刊行された 『小学国

史 上巻』(1940〔 昭和15〕 年2月)か ら、「第十七 平重盛」の節を見ておこう。

同書はこう叙述する。

平清盛が平家の隆盛とともにわがままになるのを、後白河法皇は抑えこもうと考えたが う

まくいかなかった。法皇の臣下のなかにも、ひそかに平家を滅ぼそ うと考える人々がいた。 これ

を知った清盛は激昂して反撃に出、ついには法皇を監禁 しようと武装 した。そこへ息子の重盛が

駆けっけ、父をいさめにかかる。

重盛は、は ら＼＼と涙 を流 しなが ら、「恩 を知つて こそは じめて人間 といへます。恩を知 らない ものは、

鳥や けだ もの と同 じことであ ります。恩の中で も一 ばん重 いのは君の御恩で、父上やおろかなわれ われ

(95)『文部 省 編 纂 臣民 の 道 』
、58頁 。
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までが、高い官位 をたまはつてゐるの も、全 く君の御恩であ ります。 今、この大恩を忘れ て、朝廷をか

うん じ奉 るや うな ことがあつては、たちまち神罰をか うむ り、一族は必ず ほろびて しまひます。父 上が

ど うして もお聞入れ にな らないな ら、私は兵をひきゐて、法皇 をお守 りいた さなけれ ばな りません。た ゴ、

子 としての私が、父上にてむかふ ことは何 といふ不幸で ございませ う。 どうか、 この企 を成 しとげよ う

とな さるな ら、まつ私の首 をはねて後に して下 さい。」と、真心 こめて諌 めた。 さす がの清盛 も、重 盛の

言葉 にひ とまつ思ひ とどまった。重盛 は、ま ことに忠孝の道 を全 うした 、りっ ぱな人 といふべきである。

(96)

こ の よ うに して 『小 学 国 史 上巻 』 は 、重 盛 に 「朝 廷 を か ろ ん じ奉 るや うな こ とが あ っ て は 、

た ち ま ち神 罰 をか うむ り、 一 族 は 必ず ほ ろ び て しま ひ ます 」 と語 らせ 、次 の 節 「第 十 八 源 氏 の

再 興 」 で 描 く平 家 滅 亡 の 話 へ の 伏線 に して い る。 平 家 滅 亡 は 、重 盛 の病 死 後 に清 盛 が 法 皇 に 手 を

出 した た め の 「神罰 」 で あ る とい うの で あ る。

や は りこ の教 科 書 も、 親 へ の 「孝 」 よ り も君 主 へ の 「忠」 を優 先 せ よ、 とい う 《忠 一 元論 》 の

メ ッセ ー ジ を発 して い るの で あ る。 重 盛 の こ とを 「忠孝 の道 を 全 う した 、 りっ ぱ な人 」 と称 しな

が らも 、結 局 は 「忠 」 の 面 の み を強調 して 終 わ っ て い る。

さす が に文 部 省 も、 これ で は記 述 の バ ラ ンス に 問題 が あ る と思 った のか 、 太 平 洋 戦 争 中 に発 刊

した 『初 等 科 国 史 上 』(1943〔 昭和18〕 年2.月)で は、

思ひ あがつた清盛は、勢の盛んなのにまかせて、 しだいにわがままをふるまふや うにな り、一族 の も

の もまた、 これ にな らひま した。ただ長男の重盛だ けは、忠義 の心があつ く、職務 に もま じめな人 で、

平家が栄えるの も、まった く皇室 の御恵み によるものであることを、 よくわきまへていま した。(97)

と記 し、重盛への評価を 「忠義」の一点に絞っている。

さらに、牧口が逮捕される約4か 月前に出た 『初等科国史

最終節の 「第1五 昭和の大御世」において、

下 』(1943〔 昭 和18〕 年3H)も 、

御恵みの もと、世々の国民は、天皇を現御神 とあがめ、国の御親 とお したひ申 しあげて、忠誠 をはげ

んで来ま した。その間、皇恩 になれ奉って、わがままをふるひ、太平に心をゆるめて、内わ もめを くり

返 し、時 に無恥無道の者が出た ことは、何 とも申しわけのないこ とであ りま した。 しか し、 さうした場

合で も、親子 ・一族 ・国民が、たがひに戒め合ひ、不覚を さとし、無 道をせめて、国のわ ざわひを防ぎ

ま した。清麻 呂が道鏡の非望 をくじき、重盛が父のわがままをい さめ、光囲 ・宣長 らが大和心を説 いて

尊皇の精神を吹きこんだな ど、その例 です。(98)

と述べ、天皇に 「忠誠」をはげんで 「父のわががまをいさめ」た模範的国民 として、重盛の名を

挙げている。

なお、この節の結びでは、太平洋戦争における日本の正義を強調 した うえで、楠木正成の 「敵

(96)『小学 国 史 上 巻 』 文 部 省
、1940年 、83-84頁 。

(97)『初等 科 国 史 上 』 文 部 省
、1943年 、90-91頁 。

(98)『初等 科 国 史 下 』 文 部 省
、1943年 、184-185頁 。
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寄せ来 らば、命にかけて忠を全 うすべし。 これぞ汝が第一の孝行なる」 とい う言葉を引き、「孝」

を 「忠」のもとへ完全に従属させている(99)。これが 『初等科国史』全編の結論なのである。

以上の追跡でいよいよ明らかになってきたが、牧 口が平重盛のエ ピソー ドに言及して 「親

に孝行をすればそれが君にも忠なる所以」と述べたときに、彼の批判の標的は、当時の政府が鼓

吹する 《忠一元論》のイデオロギーにあったと見て間違いない。

そ して、このことが明らかになったいま、牧 口が 「克 く忠になどとは 天皇自ら言はるべきも

のではない。教育勅語から削除すべきだ」と述べた理由にも理解が とどく。また、「陛下御自ら臣

民に対 して忠義を尽せと仰せられる事は、却而 陛下の御徳を傷付けるもの」 と述べた理由も納

得できる。

これ らの発言は、昭和軍国主義 に対するやむにやまれぬ異議申し立て として受け取るのが、お

そ らくもっとも合理的な解釈であろ う。「克ク忠二」の一句が国民に血の犠牲を求めるスローガン

であった事実 と、牧口がその削除を主張した事実 とを、まった く無関係のもの と見るほ うがむし

ろ困難である。

忠孝優先論争 沢柳政太郎vs.井 上哲次郎

本章を締めくくる前に、一っ補説 しておきたいことがある。

さきに見たように、牧口は 「親 に孝行をすればそれが君にも忠なる所以」 と語っているが、あ

くまでこれは、教育勅語解釈 における 「克ク忠二」の比重を引き下げるために 「克ク孝二」を強

調 したまでのことであり、家父長制的な 《孝至上主義》を説いた という意味ではない。

それ どころか、概 して牧口の著作には 「孝」に関する記述が見 られないのである。筆者の知る

かぎり、「孝」にっいてまとまった言及があるのは、初期の論文 「単級教授の研究」(1887〔 明治

30〕年)が 、ほとんど唯一の例である。北海道尋常師範学校で教諭をしていた ときの教育学論文

で、当時牧口は26歳だった。

そのなかの修身科を論 じたくだ りを見ると、教育勅語発布か らまもない1890年 代の教育界にお

いて、修身教育を 「孝から始めるべきか、それ とも忠か ら始めるべきか」 とい う論争があったこ

とが うかがえる。

この問題に対する、若き牧 口の考えは次のようなものである。原文は難解な文語のため、現代

語に訳 して引用する。

われわれ人間は、 自分の心のなか に何 ら関係 する思想がな く、連結できる要素がない ような対象 にっ

いては、視 ることも、受容す ることも、認識す ることもで きない。人 間が新 しい観念 を獲得できるのは、

ひ とえに手持 ちの観念 のおかげである。それゆえ、「近 よ り遠 に及ぼせ」 とい う標語 は、この問題 〔忠 ・

孝の優先論争〕 にも適用すべき ものであ る。北海道の ような周縁 地域 にあって、ふつ うの児童 は、手持

ちの観念が家庭や近 隣の範 囲を出ない。孝 よ り始 めるべ きであ ることは論ずるまで もない。(100)

(99)『初等 科 国 史 下 』
、188頁 。

(100)『牧 口常 三 郎 全集 第7巻 』 第 三 文 明社
、1982年 、220-221頁 。
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用 語 上 の注 釈 を して お く と、手持 ち の観 念 を も ち い て新 た な観 念 を獲 得 す る とい うの は 、「観 念

の類 化 」 と呼 ばれ るヘ ル バ ル ト(Herbart,JohannFriedlich.ド イ ツ の哲 学 者 ・教 育 学 者)の 教 育理 論

で あ る。 また 、 「近 よ り遠 に及 ぼせ 」 とい う標 語 は、 ペ ス タ ロ ッチ(Pestalozzi,JohannHeinrich.ス

イ ス の教 育 者 。 ヘ ル バ ル トの 師)に 由 来す る もの で あ る。

い ず れ も 、教 育 は子 ど も に と って 身近 な経 験 を基 礎 とせ よ 、 とい う思 想 で あ る。 若 き 牧 口は こ

の二 人 の流 れ を くむ 教 育 理論 に学 ぶ と ころ が 多 く、 そ の影 響 は生 涯 っ つ い た 。

牧 口 は これ らの 理 論 に依 拠 して 、遠 夫 七抽 豪 的 な徳 自で あ る 「忠 」 よ りも、 身 近 七 真 体 的 な 徳

自で あ る 「孝 」 か ら始 め るべ き で あ る と して い る。 後 年 の教 育 勅 語 批 判 の 原 型 ともい え よ う。 勅

語 発 布 か ら7年 目の こ とで あ る。

当時 の忠 孝 優 先 論 争 にっ い て くわ し く述 べ る余 裕 は な い が 、 日清 戦 争 を経 て 富 国 強 兵 の 実 を あ

げっ っ あ った 時 世 で は、幸 徳 秋 水 が 先 述 の 『帝 国 主義 』で批 判 した よ うに 、 「忠 」 を強 調 す る の が

大 勢 で あ った 。

なお 、時 代 を少 し下 って 、 そ うした 「忠 」強 調 の流 れ に異 議 を唱 えた 数 少 ない 教 育 学 者 の 一 人

に沢 柳 政 太 郎(成 城 学 園創 立 者)が い る。 彼 の 『中学 修 身 書 二 巻 』(1909〔 明治42〕 年)に は 次

の よ うな記 述 が あ る。

忠な らん と欲すれ ば先ず孝な らざるべか らず。孝行の人に して始めて忠義 の人 となる ことを得べ し。

父母 に孝なる能はず して如何 して君 に忠 なるを得んや。〔…〕我等が学業 を励み、日々の務に服 して父母

の心 を安んず るは、同時に忠 を尽す所以 な り。(101)

とくに下線部は、牧口が 「訊問調書」で語っている 「親に孝行をすればそれが君にも忠なる所

以」 という言葉と、内容 ・表現ともに類似していて興味深い。牧 口の言葉は、内容的には若き日

のヘルバル トやペスタロッチの学習に端を発 しているが、表現的にはもしかすると沢柳 に負って

いるのかもしれない。

現に、牧口は沢柳 にかなり信 を置いていたらしく、上京後の小学校長時代に沢柳と交流してい

るし、『創価教育学体系 第一巻』(1930〔 昭和5〕 年)で は、自身の根本主張が沢柳の 『実際的

教育学』(1909〔 明治43〕 年)と 同一であることを認 めてもいる(102)。

一方
、沢柳 とは反対の主張をしたのが、哲学者の井上哲次郎である(彼 にっいては本章で一度

ふれた。内村鑑三の不敬事件 〔1891年〕を機にキリス ト教攻撃をおこなった人物である)。

大逆事件後の政府の徳育強化方針 を受けて、井上は 『国民道徳概論』(1912〔 明治45〕年)を 発

刊 し、「孝 よりは忠を重 しとする」 という 《忠至上主義》を明確 に打ち出した。

以後同書は国家の公認学説 としてロングセラーの地位をしめ、1918(大 正7)年 には増訂版 も

出た。このとき井上が加筆したのが、平重盛のエ ピソー ドであった。

(101)『沢 柳 政 太 郎 全集 第5巻 』 国土 社
、1976年 、143頁 。

(102)『牧 口常 三 郎 全集 第5巻 』
、17頁 。
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平重盛が孝子 とな らん と欲すれば、則ち不忠 とな り、忠臣 とな らん と欲すれ ば、則 ち不孝 とな り、進

退維れ谷れ りと云つたのは、父 清盛が不忠 の態度 に出た為で ある。〔…〕一家 に於 ける父子の情愛か ら云

へ ば、重盛の困つたのは無理 もない事である。併 し清盛が真に不忠不義の事 を断行す る場 合には、子た

る重盛 も君国の為に孝 を捨 てS忠 を取 らなけれ ばな らぬ。 〔…〕それで孝 よ りは忠を重 しとす る。(103)

つまり、親が天皇に 「不忠」であるときは、子は親をすてて天皇への 「忠」をとらねばならな

い、とい う主張である。

筆者の見るところ、国定歴史教科書で重盛が大きく取 り上げられるのは、この 『増訂 国民道

徳概論』刊行後に編集された 『尋常小学国史 上』(1920〔 大正9〕 年)か らのことである。これ

以降の歴史教科書における重盛の扱いにっいては、すでに述べた とお りである。

こうしてみると、もとから沢柳 と近い立場にあった牧 口が、その後の井上的な文部省の教育方

針 と対立を深めていったのは必至の歩みであったといえよう。

戦時下の牧口の教育勅語批判は、明治以降の教育政策を冷静に観察 し、問題の所在を見抜いた

うえでの意見表明だったと解 さねばならない。また、そう解 してはじめて、「訊問調書」における

彼の自信にみちた語 り口にも理解 をおよぼす ことができるであろう。忠義道徳批判は、教育学者

の彼 として一歩も譲ることのできないテーマだったのである。

(103)井 上哲 次 郎 『増 訂 国 民 道 徳 概 論 』 三省 堂
、1918年 、283頁 。
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